
大
和
に
お
け
る
国
訴

　
　
　
　
近
世
大
和
の
農
業
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て

・
奥
　
　
田

修
　
三

　
封
建
杜
会
崩
壌
期
に
お
け
る
農
民
闘
争
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
、
　
「
国
訴
」
が
、
津
田
秀
夫
氏
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
よ
り
・

畿
内
と
く
に
、
摂
河
に
淳
る
国
訴
の
実
証
的
な
研
究
が
数
多
く
奮
れ
て
き
灯
∴
う
ま
で
裏
く
・
国
訴
は
藩
領
域
誓
え
た

広
汎
な
地
域
の
農
民
層
の
統
一
的
反
封
建
闘
争
で
あ
り
、
多
く
の
ば
あ
い
、
封
建
領
主
ま
た
は
都
市
独
占
商
業
資
本
に
反
対
し
て
・

在
郷
商
人
層
が
こ
の
統
一
闘
争
を
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
訴
は
商
品
経
済
の
一
定
の
発
展
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
、
畿
内
と
く
に
化
政
以
降
に
多
く
み
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
・
今
目
ま
で
・

国
訴
の
研
究
は
主
と
し
て
、
綿
作
、
綿
織
を
中
心
と
し
て
農
民
的
商
品
生
産
が
と
り
わ
け
発
展
し
て
き
た
摂
津
、
河
内
の
諾
例
が
対

象
に
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
れ
で
、
こ
の
小
文
で
は
、
大
和
の
例
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
大
和
は
畿
内
の
一
国
と
し
て
、
早
く
か
ら
綿
作
、
菜
種
作
を
中
心

に
農
民
的
商
品
生
産
の
展
開
を
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ぱ
、
大
和
の
綿
作
は
、
そ
の
発
展
の
時
期
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
・

　
　
　
犬
和
に
お
け
る
属
訴
一
奥
田
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
二
三
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
一
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
（
六
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

摂
河
の
綿
作
と
は
若
干
こ
と
な
り
、
同
じ
先
進
的
商
品
生
産
地
域
と
い
っ
て
も
、
一
つ
の
特
長
を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
大
．

和
に
お
け
る
国
訴
の
状
況
を
す
こ
し
く
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

　
大
和
の
国
訴
と
し
て
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
つ
ぎ
の
諸
例
で
あ
る
。

　
　
０
Ｄ
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
以
降
の
大
和
川
剣
先
船
運
賃
に
関
す
る
国
訴

　
　
四
、
安
永
二
年
（
一
七
二
八
）
か
ら
同
五
年
に
い
た
る
綿
繰
屋
中
買
株
設
置
反
対
の
国
訴

　
　
ゆ
、
安
永
十
年
（
一
七
三
六
）
の
菜
種
・
絞
油
に
関
す
る
国
訴

　
　
ゆ
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
「
大
和
国
惣
百
姓
」
の
「
乍
恐
奉
願
上
口
上
書
」

こ
れ
ら
の
四
件
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
史
料
し
か
え
て
い
な
い
の
で
、
国
訴
と
し
て
の
体
裁
内
容
を
充
分
に
検
討
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
・
四
、
吻
、
ゆ
は
、
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
国
訴
と
み
な
し
う
る
事
件
で
あ
る
。
ゆ
は
た
だ
一
枚
の
文
書
に
す
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ぎ
な
い
の
で
・
そ
の
具
体
的
内
容
や
関
連
が
わ
か
ら
な
い
が
、
　
「
大
和
国
惣
百
姓
」
と
し
て
の
口
上
書
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
大
和

全
国
に
わ
た
る
間
駄
が
出
て
い
る
の
で
、
一
応
こ
こ
で
は
国
訴
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
国
訴
の
分
析
に
お
い
て
は
、
組
織
形
態
、
闘
争
の
プ
ロ
セ
ス
、
闘
争
結
果
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
商
品
生
産
の
憤
あ
い
、
－
商
品
流
通

の
状
況
、
村
落
構
造
、
ま
た
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
け
る
指
導
層
の
間
題
な
ど
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
と
り

あ
げ
る
右
の
四
件
に
つ
い
て
は
、
史
料
も
断
片
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
経
済
．
村
落
構
造
を
い
ま
す
ぐ
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
、
近
世
大
和
の
農
業
構
造
　
　
農
民
的
商
品
生
産
の
展
開
の
、
き
わ
め
て

お
お
ま
か
な
展
望
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
国
訴
の
要
求
内
容
を
若
干
み
て
ゆ
く
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
、
右

の
四
つ
の
国
訴
が
も
つ
意
味
あ
い
を
、
大
和
の
商
業
的
農
業
の
発
展
と
関
連
し
て
、
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
わ
け
で
あ
る
。一



〔
註
〕

（
１
）
津
田
秀
夫
「
封
建
杜
会
崩
壌
期
に
お
け
る
農
氏
闘
争
の
一
類
型
」
、
歴
史
学
研
究
、
一
六
八
号
。
鷲
見
等
曜
「
幕
藩
後
期
泉
南
機
業
地
帯
の
農

　
民
闘
争
－
国
訴
を
中
心
と
し
て
１
」
、
ヒ
ス
ト
リ
ァ
、
十
四
号
（
昭
和
三
一
年
三
月
）
。
酒
井
一
「
菜
種
に
関
す
る
国
訴
に
っ
い
て
」
、
近
世
史
研
究
・

　
八
号
。
朝
尾
直
弘
「
文
政
六
年
千
七
ヶ
村
国
訴
に
か
ん
す
る
覚
書
」
、
近
世
史
研
究
、
九
号
。
小
林
茂
「
慶
応
二
年
『
国
訴
」
の
覚
書
」
・
歴
史
評
論
、

　
九
三
、
九
四
号
（
昭
和
三
十
三
年
二
、
三
月
）
そ
の
他
。
な
お
、
安
岡
重
明
「
目
本
封
建
経
済
政
策
史

　
論
」
（
昭
和
三
十
四
年
）
と
く
に
第
四
章
・
第
五
章
は
別
の
視
点
か
ら
国
訴
を
論
じ
て
お
ら
れ
か
。

（
２
）
　
拙
稿
「
近
世
大
和
の
綿
作
に
つ
い
て
１
畿
内
綿
作
に
お
け
る
そ
の
地
位
１
」
、
ヒ
ス
ト
リ
ア
、

　
十
一
号
（
昭
和
三
〇
年
）
。

（
３
）
　
「
大
和
国
惣
百
姓
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
も
字
義
通
り
解
し
て
は
い
け
な
い
と
お

　
も
う
。
支
配
関
係
を
異
に
す
る
二
村
以
上
の
場
合
に
は
、
こ
の
言
葉
が
つ
か
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
口
上
書
の
内
容
か
ら
本
文
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
つ
い
で
に
、
こ
こ
に
明
治
元

　
年
に
お
け
る
大
和
の
領
有
関
係
を
し
め
し
て
お
こ
う
（
明
治
二
〇
年
、
奈
良
県
統
計
書
に
よ
る
）
。

３１領藩諸
１
↓
　
Ｆ
Ｏ

）町良奈（地配支
地

行
配

奉
支

良
官

奈
代

９
　
　
　
「
ｏ

　
　
１

　
を

　
等

　
頭

　
人

　
楽

　
杜

　
日

領
春
）

家
（
む

宮
領
含

院
社

２５

５
１地采本旗

１

領寺

所り預家諸

７４１計

…叫岬『山…
山

Ｌ

“－

…山
中ｕ…山＾止

叶
－

肚

二

　
右
に
あ
げ
た
四
件
の
う
ち
、
四
は
肥
料
、
四
は
綿
、
倒
は
菜
種
に
関
係
す
る
国
訴
で
あ
る
。

　
近
世
大
和
の
商
業
的
農
業
の
展
開
を
み
て
ゆ
く
に
さ
い
し
て
、
ま
ず
全
大
和
の
農
業
状
況
を
知
る
た
め
に
、
明
治
初
年
の
奈
良
県

の
農
業
統
計
を
み
て
み
よ
う
。
初
年
と
い
っ
て
も
、
え
ら
れ
る
資
料
は
、
つ
ぎ
の
明
治
一
六
～
二
〇
年
（
一
八
八
三
～
一
一
八
八
七
）

　
　
　
　
　
（
１
）

の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
作
付
面
稜
を
し
め
す
表
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
ニ
ハ
～
二
〇
年
に
お
い
て
は
、
米
・
麦
の
圧
倒
的
な
こ
と
は

　
　
　
・
犬
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
六
二
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）

表積面付作ｕ易類種年
２
０

～

１
６治明

年
２
０同年

１
９同年

１
７同年

１
６治明

反

　
一
２

町
４

０６２３

Ｏ
●

２００，５１

９
●２９３

４
●

４１２

１●Ｏ０１

４
●

６１１

３
●

９５１

４
●

７８７，１

５●４０７

５
■

１１３，２

３
●

８６７

９
●

２２０，１

１●７２２

３４７５７３

＊
２

９
●

０９

９
■

０１

５
●

９

４●７３

２
●

２５７，５

９
●

６０１

３
●

８５３

２
●

６０１

７
●

７９５，２

反

石

町
７

７１９２

８
●

３５７，５１

６
●

０７５

２
●

５４１

２
●

１０１

Ｏ
●

２９

Ｏ
●

５０１

８
●

３２３１

７
●１０４

９
●

１７８，１

１
●

６５４

４
●

１３６

２
●２６２

４
●

６１３，１

３
●

５２

５
●

ユ

３
●１

５
●

０４

４●０５３，５

３
●

５３

３
●

３５３

Ｏ
●

７７１

７
●

６１０，２

反

　
一
８町

０
３６８２

２
●

２５７，２１

６
●

６４３

８
●

５５１

８●１１１

３
●

３５

５
●

８０１

４●３８６，１

１
■

４０４

４●８７８

８
●

３１４

Ｏ
●

３９８

５
●

１５２

４
■

６３３，６

８
●

８３

６
●４１５

７
●

０７

４
●

９１０，２

反

ユ

町
３

３３８２

Ｏ
●

４２０，４１

Ｏ
●

８５６

２
●

２５１

６
●

２１

２
●

７８

３
●

５１１

９
●

５０７，１

３
●

５８１

４
●

３０７

４
●

９５１

４
●

９４９

９
●

３４２

４
●

０１

１●８６９，２

１●７２

６●１８４

７
●

０１

１
●

２３４，３

米
麦
粟
黍
稗

凄そ

黍
豆
豆
豆
豆
薯
よ

　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
れ

蜀
大
小
蚕
碗
甘
馬

麻
麻
　
　
種
藍
草
蕨
綿

茶
桑
　
　
　
藺

苧
大
　
　
菜
葉
煙
甘
実

０うろあでり誤は字数のこ＊
）注（

　
　
　
四
（
六
二
六
）

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
ほ
か

で
は
、
実
綿
、
菜
種
、
大
豆
が
大

き
な
作
付
面
稜
を
も
ち
、
明
治
一

九
、
二
〇
年
で
は
、
右
の
は
か
に

蚕
豆
と
茶
の
作
付
が
顕
著
な
も
の

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
明
治

十
五
年
の
統
計
で
は
、
大
和
（
奈

良
県
）
の
全
耕
地
面
積
は
四
一
八

五
二
町
歩
、
う
ち
里
一
二
九
一
八

町
歩
、
畑
九
九
三
四
町
歩
と
な
っ

　
　
（
２
）

て
い
る
。
大
和
で
は
実
綿
は
田
の

表
作
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
明
治
十
六
年
で
は
約
一
割
の
作
付
率
と
な
る
。
菜
種
は
も
ち
ろ
ん
田
の
裏
作
と
し
て
作
付
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
表

か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
和
に
お
い
て
商
業
的
特
有
農
産
物
は
、
綿
と
菜
種
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
と
翌
十
七
年
と

を
く
ら
べ
て
み
る
と
菜
種
の
作
付
は
二
倍
以
上
ふ
え
、
逆
に
綿
は
四
割
近
く
へ
っ
て
い
る
よ
う
に
年
に
よ
っ
て
大
き
な
ち
が
い
が
み

ら
れ
る
が
、
明
治
一
〇
年
代
の
こ
の
状
況
は
、
基
本
的
に
は
明
治
初
年
　
　
幕
末
の
大
和
の
作
付
状
況
を
し
め
す
も
の
と
み
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

だ
ろ
う
。
次
表
は
「
明
治
七
年
府
果
物
産
表
」
に
よ
っ
て
、
奈
良
県
（
大
和
十
五
郡
）
の
農
産
物
の
産
額
及
ぴ
価
格
を
み
た
も
の
で



表産物県良奈年７治明

－
格面イ額産

円

７６８
●

６２９．４８８２

８４０
●

４７８，９４

７７９
■

７３９，５

Ｆ
」
０

５

２８８
■

５８７，２０２

１３６
●

８２３，０３４

６

０
乙

つ
ｄ

●

０８９，５６１

８３

ｑ
）

●

４１２，３４１

６２１
●

９３５，

つ
＾

７

２５２
■

０７６，０３

８８４
●

４９４，５４

５３

ｑ
り

■

８４８２２２

８
　
　
９
　
７
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

４
５
３
４
８
１
８
６
５
１

４
９
６
８
１
８
５
９
５
６

石
５
・
”
１
・
”
６
．
”
５
・
貰
３
，
”
０
・
石
０
・
〃
工
”
７
・
貫
８
・

３
４
４
５
８
４
７
４
０
２

０
３
８
０
３
３
９
９
７
５

０
７
０
３
２
１
５
４
　
　
９

８
　
　
０
８
７
６
３
３
　
　
１

４
　
　
　
　
１
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
　
　
　
　
，
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
　
　
　
１
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
■
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

米
糖

麦
類
類

ト
穀
疏

り麦
雑
園

農

類子種産

）穫菜ちう（

類実果

　
　
５

５
　
　
８

斤
　
．
貫
　
・

１
■
　
　
Ｑ
ｏ

８
　
　
ｏ
ｏ

ｎ
Ｚ
　
　
Ｑ
ｏ

Ｏ
Ｏ
　
　
（
Ｏ

〔
Ｕ
　
Ｏ
０

４
　
　
一
Ｌ
ｏ

　
　
２

類種薬

綿実類綿

絶綿
〃

物

５３６
■

９５９，１９６

６３８
●１８ユ，５９２

９６７
●

４４１，８３２

５２０
■

４

Ｆ
ｈ
）

９４１５

２１
●

６０５，８４１

３９
●

８５７，４０１

８８２
■

Ｆ
Ｄ

２９，４１１

７００
●

４７０，９０１

類物織縫

類
．
ダ

薪
製

物造醸

物履

油

鉄
材

銅銀金
木

一
〇
万
円
以
上
そ
の
他
産
物

３４４
■

１０６．１７６７

共
計
Ｌ他の

そ
合
１

あ
る
が
、
集
計
の
方
法
が
こ

と
な
り
、
前
表
と
は
容
易
に

対
比
で
き
な
い
し
、
ま
た
こ

の
表
で
の
実
綿
産
額
は
き
わ

め
て
少
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
が
、
雑
穀
・
園
疏
、
果
実

類
は
む
し
ろ
白
家
用
と
考
え

れ
ば
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、

販
売
作
物
と
し
て
は
や
は
り

菜
種
と
実
綿
が
主
な
る
も
の

と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
明
治
初
年
　
　
幕
末
に
お

い
て
、
右
の
よ
う
に
大
和
の
農
業
に
お
い
て
は
、
綿
作
と
菜
種
作
が
商
業
的
農
業
と
し
て
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
大
和
に
か
ぎ
ら
ず
・

同
時
に
畿
内
農
業
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
菜
種
作
で
は
実
証
し
え
な
い
が
、
綿
作
に
つ
い
て
は
、
右
の
作
付

状
況
は
余
程
衰
退
し
た
時
期
の
数
字
を
し
め
す
も
の
で
、
綿
作
の
近
世
大
和
の
農
業
生
産
の
う
ち
に
占
め
る
比
重
は
近
世
後
期
よ
り

中
期
一
と
時
代
芸
か
の
ぼ
る
に
し
た
が
つ
て
大
き
く
、
中
期
で
は
、
綿
作
付
面
積
は
水
田
の
三
〇
～
四
〇
％
に
圭
ん
で
い
（
池
）
・

菜
種
作
に
つ
い
て
は
断
片
的
で
あ
る
が
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
添
上
郡
南
今
市
村
で
は
裏
作
と
し
て
田
畑
面
稜
の
四
二
％
に
作

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
（
六
二
七
）

－

甲
川



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
一
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
六
二
八
）

付
が
き
奈
れ
て
い
る
史
料
が
あ
（
砧
）
；
芝
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
安
永
二
年
一
一
七
七
三
一
大
和
絞
油
屋
株
盛
止
一
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

と
き
の
文
書
の
な
か
に
、
人
力
水
車
油
屋
か
ら
「
積
り
出
覚
書
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
計
算
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◎
◎
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
〇

　
　
一
、
菜
種
井
胡
麻
凡
数
七
万
石

　
　
　
　
　
人
力
油
屋
凡
二
百
軒

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
凡
三
十
軒
　
当
時
休

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
日
働
キ
絞
リ
草

　
　
　
　
　
凡
百
七
十
軒
一
目
二
八
斗
ツ
ツ
之
積
リ

　
　
　
　
　
此
種
凡
四
万
八
百
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
日
働
絞
リ
草

　
　
　
　
　
水
車
凡
八
十
軒
右
同
断

　
　
　
　
　
此
種
凡
一
万
二
千
石

　
　
　
　
　
凡
七
干
五
百
石
　
奈
良
郡
山
油
屋
共
見
込

　
　
　
　
０
０
◎
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
〇

　
　
一
、
綿
場
凡
田
数
一
万
町

　
　
　
　
０
０
０
０
◎
０
０
０

　
　
　
　
此
出
来
綿
一
千
万
斤

　
　
　
　
　
但
実
綿
百
斤
二
付
綿
実
十
四
貫
目
之
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
ノ
誤
力
）

　
　
　
　
此
綿
実
高
凡
百
四
十
方
〆
目

　
　
　
　
右
水
車
七
十
二
軒
　
百
目
分
之
絞
リ
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
印
筆
者
）

こ
の
文
書
は
油
屋
共
の
見
積
書
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
正
確
な
数
字
で
は
な
か
ろ
う
が
、
十
八
世
紀
末
の
安
永
ご
ろ
大
和
に
お
い

て
・
　
「
菜
種
井
胡
麻
パ
数
七
万
石
」
な
ら
び
に
「
綿
場
凡
田
数
一
万
町
、
此
出
来
綿
一
千
万
斤
」
の
産
拙
を
み
て
い
る
こ
と
が
う
か



が
え
る
。
前
者
の
う
ち
、
菜
種
と
棚
麻
の
比
率
は
わ
か
ら
な
い
が
、
常
識
的
に
み
て
七
万
石
は
ほ
と
ん
ど
菜
種
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
一
反
歩
当
り
五
斗
の
収
穫
と
す
れ
ば
、
七
万
石
で
は
菜
種
作
付
は
一
四
〇
〇
〇
町
歩
と
な
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
明
治
十
五
年
の

田
畑
四
二
〇
〇
〇
町
歩
に
た
い
し
て
も
三
〇
％
以
上
と
な
り
、
綿
の
一
万
町
歩
は
田
の
三
分
の
一
を
し
め
し
、
十
八
世
紀
に
お
け
る

大
和
の
綿
・
菜
種
作
の
盛
ん
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
商
業
的
農
業
は
十
八
世
紀
初
期
、
さ
ら
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

か
の
ぽ
っ
て
、
江
戸
時
代
前
期
（
一
七
世
紀
）
に
も
相
当
ひ
ろ
く
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
大
和
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
綿
・
菜
種
作
、
と
く
に
綿
作
が
早
く
か
ら
発
展
し
て
い
た
と
す
れ
、
ば
、
肥
料
の
間
題
が
と

く
に
重
要
な
事
柄
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
干
鰯
、
油
粕
そ
の
他
の
金
肥
が
早
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
ぎ

の
二
、
三
の
村
六
の
明
細
帳
の
記
載
に
よ
っ
て
も
充
分
し
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
　
○
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
平
群
郡
五
百
井
村

　
　
　
一
、
田
畑
こ
や
し
　
木
綿
二
油
か
す
い
は
し
三
十
匁
方
四
十
目
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
田
二
右
同
断
二
十
目
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麦
二
同
断
二
十
目
汐
三
十
目
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
　
○
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
平
群
郡
東
安
堵
村

　
　
　
一
、
田
畑
こ
や
し
義
干
鰯
菜
種
粕
多
ク
用
意
耕
作
仕
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
　
○
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
広
瀬
郡
川
合
村

　
　
　
一
、
田
畑
肥
之
義
胡
マ
糟
種
糟
油
取
干
鰯
綿
実
糟
等
仕
侯
且
又
百
姓
手
前
二
而
□
□
肥
ハ
落
シ
肥
く
ま
し
土
等
仕
侯

山
地
が
少
ぐ
刈
敷
そ
の
他
白
給
肥
料
の
え
が
た
い
大
和
の
平
坦
部
農
村
で
は
、
商
業
的
農
業
の
発
展
に
と
も
な
い
右
の
よ
う
に
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）

肥
の
使
用
が
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
例
え
ば
「
当
村
よ
り
市
場
町
場
と
申
者
郡
山
二
而
諾
事
調
物
等
仕
侯
、

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
六
二
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
箪
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
八
　
（
六
三
〇
）

・
　
…
。
つ
・
・
・
・
・
　
…
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
一

或
ハ
肥
シ
等
老
大
坂
二
而
も
調
申
侯
」
　
（
宝
暦
三
年
）
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
　
「
和
州
耕
作
肥
大
坂
表
買
調
大
和
川
剣
先
船
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

運
送
仕
侯
」
　
（
享
保
十
一
年
）
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
阪
よ
り
大
和
川
の
舟
運
を
も
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
つ
ぎ
に
の
べ
る
剣
先
船
の
国
訴
が
発
生
す
る
。

　
〔
註
〕（

１
）
　
「
奈
良
県
統
計
書
－
明
治
二
〇
年
」

（
２
）
　
明
治
十
五
年
「
大
阪
府
統
計
書
」

（
３
）
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編
「
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
」
第
一
集
所
収

（
４
）
　
前
掲
、
拙
稿
。

（
５
）
　
天
理
図
書
館
蔵
「
保
井
文
書
」

（
６
）
　
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
一
七
七
－
一
七
九
頁
。

（
７
）
　
前
掲
、
拙
稿
。

（
８
）
　
元
禄
七
年
（
和
州
平
群
郡
五
百
井
村
新
検
差
出
帳
」
　
（
大
方
氏
所
蔵
文
書
）

（
９
）
　
元
禄
十
五
年
「
和
州
平
群
郡
東
安
堵
村
明
委
細
帳
」
　
（
保
井
文
書
）

（
１
０
）
　
享
保
九
年
辰
九
月
「
和
州
広
瀬
郡
川
合
村
諸
色
明
細
帳
」
　
（
保
井
文
書
）

（
ｕ
）
　
寛
保
四
年
平
群
郡
東
安
堵
村
の
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
田
畑
肥
し
干
鰯
、
油
粕
を
一
反
に
つ
ぎ
稲
作
は
銀
四
、
五
十
匁
よ
り
、

　
田
方
木
綿
作
は
百
匁
よ
り
百
二
、
三
十
匁
、
畑
木
綿
作
は
六
十
匁
位
、
麦
作
は
五
十
匁
よ
り
六
十
匁
位
仕
込
む
と
の
べ
て
い
る
。

（
１
２
）
　
宝
暦
三
年
、
　
「
大
和
国
平
群
郡
有
里
村
村
鑑
明
細
帳
」
　
（
保
井
文
書
）

（
１
３
）
　
享
保
十
一
年
、
和
州
私
領
方
百
姓
共
よ
り
の
願
上
書
（
保
井
文
書
）
。

七
、
八
十
匁
位
、

（
保
井
文
書
）



　
　
　
　
　
　
　
三

　
大
和
川
は
大
和
平
野
の
諸
川
の
水
を
あ
つ
め
て
西
に
流
れ
、
亀
瀬
の
峡
谷
を
横
切
っ
て
河
内
平
野
よ
り
大
阪
に
出
る
。
近
世
に
お

い
て
は
大
和
と
大
阪
を
結
ぶ
こ
の
大
和
川
の
水
運
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
亀
瀬
を
境
に
し
て
大
阪
側
に
は
剣
先
船
、

　
　
　
　
　
や
　
た
ぶ
ね

大
和
側
に
は
魚
梁
船
と
称
す
る
船
が
運
行
し
て
、
大
和
と
大
阪
河
内
の
問
の
上
下
諾
荷
物
を
運
ん
で
い
た
。

　
魚
梁
船
の
開
設
は
、
慶
長
十
五
年
（
ニ
ハ
一
〇
）
片
桐
且
元
の
領
米
を
大
阪
に
運
ぶ
必
要
か
ら
和
州
平
群
郡
立
野
村
安
村
喜
右
衛

門
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
以
後
江
戸
時
代
に
は
魚
梁
船
支
配
権
が
立
野
村
惣
百
姓
に
、
ま
た
ふ
た
た
び
安
村
家
の
支
配
に
ー
帰
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ど
の
変
遷
を
み
た
が
、
中
期
以
降
約
七
〇
艘
の
船
に
ー
よ
っ
て
舟
運
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
側
の
剣
先
船
に
ー
は
、
古

船
、
新
船
、
在
剣
先
、
井
路
川
舟
な
ど
が
あ
り
、
古
剣
先
船
は
正
保
三
年
（
ニ
ハ
四
六
）
に
許
可
さ
れ
、
大
阪
に
一
五
〇
艘
、
河
内

の
国
分
村
、
石
川
村
た
ど
に
六
一
艘
計
二
一
一
艘
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
享
保
年
問
に
は
、
惣
船
数
四
八
九
艘
を
か
ぞ
え
た
と
さ

　
　
　
（
２
）

れ
て
い
る
。
こ
の
剣
先
船
、
魚
梁
船
の
積
荷
物
は
、
　
「
和
州
田
畑
之
肥
し
仕
候
油
粕
干
鰯
其
外
諸
色
之
荷
物
大
坂
二
而
買
調
運
送
之

儀
大
和
河
内
之
国
境
亀
瀬
と
申
所
迄
剣
先
船
二
積
登
せ
亀
瀬
〆
上
ハ
立
野
村
魚
梁
船
二
而
勝
手
六
六
之
川
筋
江
積
登
申
候
御
事
」
と

（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

あ
り
、
ま
た
「
大
阪
市
史
」
に
「
荷
物
之
儀
者
干
鰯
、
油
粕
、
諸
荷
物
積
申
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

鰯
、
油
粕
が
主
要
な
上
り
荷
物
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
大
和
川
の
舟
運
に
よ
っ
て
大
和
へ
の
肥
料
の
輸
送
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
大
和
の
農
民
に
と
っ
て
、
こ
の
運
賃
の
増
大
は
、
直
接
肥
料
価
格
に
影
響
し
、
農
業
生
産
に
関
係
す
る
。
そ
れ
で
す
で

に
早
く
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
こ
の
運
賃
を
め
ぐ
っ
て
、
大
和
の
農
民
と
「
大
和
川
船
間
屋
」
と
の
問
に
争
い
が
お
こ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

こ
れ
が
大
和
の
国
訴
と
し
て
最
初
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
題
は
以
後
享
保
さ
ら
に
天
明
年
問
ま
で
、
し
ば
し
ば
断
続

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
因
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
六
三
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
六
三
二
）

し
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
．

　
そ
こ
で
ま
ず
宝
永
二
年
の
訴
状
の
内
容
を
紹
介
す
れ
ば
、
　
「
河
州
大
和
川
筋
剣
先
船
番
積
船
賃
出
入
」
と
し
て
、
　
「
相
手
御
当
地

大
和
川
船
間
屋
十
四
人
」
に
た
い
し
、
　
「
和
州
御
料
私
領
之
百
姓
」
が
訴
訟
人
と
な
っ
て
、
大
阪
奉
行
所
に
、
つ
ぎ
の
事
情
を
の
べ

　
　
（
７
）

て
い
る
。

　
　
一
、
剣
先
船
大
坂
よ
り
河
州
古
市
井
駒
谷
迄
差
船
仕
り
の
ぽ
り
船
賃
肥
荷
物
壱
駄
二
付
七
分
五
厘
く
だ
り
荷
物
諸
色
壱
駄
二
六
分
と
定
御
当
地
船

　
　
　
間
屋
十
四
人
荷
聞
之
手
代
を
出
し
毎
日
大
和
問
屋
を
廻
り
荷
物
請
取
剣
先
船
三
百
十
一
艘
昼
夜
と
も
無
断
絶
上
下
往
来
仕
候
二
付
和
州
肥
荷
物

　
　
　
少
も
遅
滞
不
仕
候
御
事

　
　
一
、
今
度
新
川
船
路
勝
手
能
御
座
候
二
付
和
州
肥
荷
物
等
手
廻
り
早
冷
罷
出
可
申
と
国
中
惣
百
姓
難
有
奉
存
候
所
二
御
当
地
船
間
屋
十
四
人
一
党

　
　
　
い
た
し
先
例
聞
積
二
仕
候
荷
物
を
か
た
く
停
止
二
申
合
只
今
新
法
寄
二
合
之
上
会
所
を
た
て
番
船
を
定
の
ぽ
り
船
賃
二
匁
六
分
く
だ
り
一
匁
六

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
分
と
極
荷
主
を
し
会
所
江
引
付
此
荷
物
御
積
給
侯
へ
と
佗
さ
せ
其
上
は
づ
か
の
荷
物
を
聞
入
不
申
段
々
突
延
し
我
儘
二
被
致
侯
故
無
是
非
馬
二

　
　
　
而
岡
付
二
取
申
難
儀
仕
侯
御
事

　
　
一
、
耕
作
之
仕
付
之
時
分
ハ
其
季
節
二
至
侯
者
一
刻
之
問
茂
遅
滞
難
成
御
座
候
処
右
之
通
不
勝
手
二
罷
成
置
旬
等
違
ひ
立
毛
不
熟
可
仕
義
御
当
地

　
　
　
船
間
屋
十
四
人
と
し
て
和
州
一
国
之
百
姓
を
痛
被
中
候
段
な
さ
げ
な
き
被
致
様
と
奉
存
侯
古
川
之
節
者
の
ほ
り
河
州
古
市
迄
七
八
日
小
水
二
者

　
　
　
十
目
余
も
隙
入
申
候
得
と
も
右
七
分
五
厘
二
而
差
船
仕
候
新
川
御
晋
請
以
後
二
三
日
之
内
二
着
岸
仕
り
船
賃
や
す
く
罷
成
侯
半
奉
存
侯
処
剰
船

　
　
　
賃
二
俄
大
分
取
上
ケ
国
中
百
姓
之
い
た
み
ハ
高
一
石
二
六
七
歩
通
り
之
損
毎
年
御
座
侯
故
不
作
同
事
之
痛
二
－
罷
成
永
々
迷
惑
千
万
二
奉
存
侯
御

　
　
　
事

要
旨
は
、
今
ま
で
大
阪
よ
り
の
上
り
肥
荷
物
は
一
駄
に
つ
き
七
分
五
厘
、
下
り
諸
荷
物
は
一
駄
六
分
の
定
め
で
、
三
一
一
艘
の
剣
先

船
が
大
和
川
を
往
来
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
和
州
耕
作
肥
料
が
遅
滞
な
く
ま
か
な
わ
九
て
い
た
。
　
１
と
こ
１
ろ
が
大
和
川
川
換
（
宝
永
元



年
－
一
七
〇
四
）
後
、
運
送
日
時
も
短
縮
し
便
利
に
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
右
の
船
賃
を
上
り
を
二
匁
六
厘
、
下
り
を
一
匁
六
分

と
大
は
ば
に
値
上
げ
し
、
か
つ
、
わ
ず
か
の
荷
物
は
受
付
け
な
い
。
か
よ
う
に
運
賃
を
値
上
げ
さ
れ
て
は
、
大
和
国
中
の
百
姓
は
一

石
に
六
、
七
歩
通
り
の
損
毛
と
な
る
の
で
、
難
儀
に
お
よ
ん
で
い
る
。
十
四
人
の
問
屋
を
召
出
し
、
「
先
規
之
通
被
為
仰
付
被
下
」

た
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
宝
永
二
年
四
月
の
、
こ
の
国
訴
訴
状
の
署
名
人
は
葛
上
、
忍
海
、
高
市
郡
の
御
料
私
料
の
四
十
九
ヶ
村
の
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
。
さ

て
、
こ
の
国
訴
の
結
果
、
運
賃
引
上
げ
を
阻
止
し
え
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
つ
ぎ
に
の
べ
る
九
年
後
の
正
徳
四
年
（
一
七
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

四
）
の
大
阪
町
奉
行
所
の
裁
許
状
か
ら
み
る
と
引
下
げ
は
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
和
州
御
領
私
領
之
百
姓
」
と

し
て
、
さ
ら
に
執
勧
に
運
賃
値
下
を
訴
え
出
た
と
思
わ
れ
、
前
記
の
裁
許
状
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
和
州
の
御
料
私
領
の
百
姓
ど
も
が
、
「
大
和
川
違
以
後
剣
先
船
通
路
差
支
和
州
国
中
耕
作
肥
運
送
滞
」
る
旨
を
、

「
和
州
御
代
官
中
よ
り
の
連
判
の
書
状
」
を
そ
え
て
願
出
し
た
。
彼
ら
の
申
分
は
、
大
和
川
川
換
後
は
大
阪
よ
り
亀
瀬
に
い
た
る
目

数
は
、
以
前
の
其
日
着
よ
り
か
え
っ
て
遅
れ
、
四
、
五
日
あ
る
い
は
天
気
が
悪
る
け
れ
ば
、
十
日
も
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

　
　
　
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

た
め
、
「
壱
ヶ
年
之
肥
荷
物
四
十
万
駄
二
積
リ
ニ
十
万
駄
程
剣
先
船
二
積
残
リ
ニ
十
万
駄
者
大
和
川
筋
積
廻
し
又
者
馬
二
而
附
送
リ

　
　
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
＠
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

候
二
付
壱
ケ
年
二
金
六
千
両
程
和
州
百
娃
臨
時
之
出
金
在
之
及
困
窮
侯
」
と
し
て
、
古
大
和
川
筋
を
も
と
の
ご
と
く
剣
先
船
が
通
行

し
う
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
、
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
の
と
き
、
河
州
川
辺
村
庄
屋
権
左
衛
門
は
通
船
差
支
え
は
河
州

も
同
様
で
困
窮
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
「
井
路
川
船
」
を
通
用
さ
せ
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
新
川
筋
に
土
俵
水
粉
を
つ
く
り
剣
先
船
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宝
永
二
年
）

通
行
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
　
「
大
坂
二
而
荷
物
を
積
翌
日
亀
瀬
迄
差
船
」
す
る
よ
う
に
し
、
運
賃
は
「
十
年
以
前
酉
ノ
年
百
姓
相
対

之
極
二
壱
駄
二
付
銀
二
分
増
」
と
し
た
い
。
も
し
こ
の
条
件
に
賛
成
し
な
い
剣
先
船
持
に
つ
い
て
は
、
自
分
が
船
一
艘
船
株
と
も
代

　
　
　
大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
六
三
三
）
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＾
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
六
三
四
）

銀
一
貫
三
百
目
で
残
ら
ず
買
取
り
、
運
送
し
た
い
と
申
出
た
。
そ
こ
で
奉
行
所
は
剣
先
船
株
共
を
召
出
し
て
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
を

三
七
艘
の
う
ち
三
七
艘
の
持
主
二
四
人
は
承
引
せ
ず
、
船
株
を
返
上
、
残
り
の
船
持
は
承
知
し
た
。
そ
こ
で
奉
行
所
は
水
尾
の
普
請

を
し
、
夏
秋
三
度
に
亙
っ
て
試
験
し
た
と
こ
ろ
、
大
阪
よ
り
亀
瀬
ま
で
三
目
か
か
り
、
例
え
ば
「
亀
瀬
、
藤
井
、
峠
、
青
谷
登
荷
物

船
賃
壱
駄
二
付
一
匁
八
分
」
　
（
今
迄
よ
り
四
分
八
厘
減
）
の
ご
と
く
今
迄
よ
り
若
干
の
低
額
を
定
め
て
い
る
。
裁
許
状
に
よ
れ
ば
、

さ
き
に
船
株
を
返
上
し
た
も
の
も
、
差
船
の
日
数
が
三
目
と
な
っ
た
の
で
相
働
き
た
い
と
再
願
し
た
の
を
許
し
、
ま
た
こ
の
と
き
、

宝
永
三
年
認
可
さ
れ
た
在
郷
剣
先
船
株
二
四
艘
の
取
消
が
な
さ
れ
て
い
る
。
和
州
惣
百
姓
に
た
い
し
て
は
、
「
此
度
大
和
川
剣
先
船

之
日
数
三
目
二
相
究
、
和
州
河
州
之
荷
物
凡
壱
ケ
年
四
十
六
万
駄
に
し
て
運
賃
金
三
千
七
百
両
余
向
後
減
之
段
両
国
之
助
二
成
侯
」

と
し
て
い
る
。

　
宝
永
二
年
か
ら
正
徳
四
年
に
い
た
る
剣
先
船
運
賃
に
関
す
る
出
入
は
、
右
に
紹
介
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
状
で
は
、

和
州
で
使
用
す
る
肥
荷
物
は
一
年
に
四
十
万
駄
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
老
大
な
数
量
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
運
賃
の
値
上
り
と
滞
貨
は
大
和
に
大
き
な
損
害
を
与
え
る
。
そ
こ
に
大
和
国
惣
百
姓
と
し
て
、
共
通
の
利
害
が
あ
り
、
国
訴
に
及

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
国
訴
の
訴
訟
人
は
各
村
の
庄
屋
で
あ
る
。
大
和
に
か
ぎ
ら
ず
、
在
郷
の
肥
料
商
人
は
村

内
の
大
高
持
層
ま
た
村
役
人
層
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
少
し
年
代
が
さ
が
る
が
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
広
瀬
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

大
輸
田
村
の
商
・
職
並
に
持
高
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
村
高
二
五
一
石
余
、
高
持
一
〇
三
人
中
十
石
以
上
三
名
、
一
〇
■
～

五
石
八
名
、
五
～
二
石
二
三
名
、
二
～
一
石
一
七
、
一
石
未
満
五
二
と
い
う
階
層
わ
け
の
う
ち
で
、
肥
商
内
三
人
は
油
屋
や
質
屋
を

兼
ね
る
村
内
最
高
層
の
も
の
た
ち
で
あ
り
村
役
人
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
こ
の
国
訴
の
お
こ
な
わ
れ
た
宝
永
－
正
徳
ご
ろ

－
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４
●

３
●

３
●

４

Ｏ
●

４
●

３
●

Ｏ

５
●

７
●

５
●

Ｏ

Ｏ
●

３
●

５
●４

Ｏ
●

５
●

５
■

Ｏ

８
●

３
●

Ｏ
●

５

７
●

８
●

Ｏ
●

２

５
●

５
●

２
●

１

８
●

４
●

７
●

Ｏ

Ｏ
●

５
●

Ｏ
■

０

１
●

６
●

９
●

１

９
●

４●５
●

６

９
●

５
●

９
●

１

３
●

９
●

７●Ｏ

２●７●９
●

７

助忠問藤

衛兵平

助藤

衛
七
衛
門
郎
助
衛
郎
衛
郎
衛
衛
郎
衛
七
郎
助
作
衛
衛
助

　
　
　
衛
　
　
　
　
　
兵
　
　
　
　
　
丘
ハ

兵
　
兵
　
四
　
兵
三
　
治
兵
兵
市
　
　
四
之
　
兵
丘
ハ

　
　
　
右
　
　
　
　
　
郎
　
　
　
　
　
治

伊
和
与
藤
文
善
忠
喜
三
庄
甚
勘
甚
弥
助
文
伊
重
清
吉
専

に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
国
訴
は
肥
料
在
郷
商

人
、
村
役
人
風
の
自
身
の

要
求
ま
た
指
導
の
も
と
に

お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
大
和
の
村
戸

が
こ
の
よ
う
に
一
本
に
ま

と
ま
り
え
た
の
は
、
和
州

で
の
使
用
肥
料
が
国
産
の

粕
類
（
菜
種
粕
・
綿
実
粕
）

以
外
は
、
す
べ
て
大
和
川

の
舟
運
に
よ
り
大
阪
か
ら
購
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
肥
料
値
段
が
大
和
の
農
業
、
と
く
に
多
肥
を
要
す
る
綿
作
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
剣
先
船
運
賃
値
上
げ
に
対
し
て
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
ユ
、
の
点
は
、
剣
先
船
に
よ
っ
て
肥
料
が
運
ば
れ
る
大
和
川
沿
岸
の
河
内
の
村
六
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
正
徳
四
年

（
一
七
一
四
）
十
一
月
の
河
州
志
紀
郡
、
丹
北
郡
十
二
ヶ
村
連
名
の
願
書
に
は
、
さ
き
の
同
年
正
月
の
裁
許
状
に
よ
っ
て
、
剣
先
船

の
「
運
送
日
数
運
賃
」
が
「
永
代
違
背
」
な
く
と
定
め
ら
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
半
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
船
株
仲
問
が
運
賃
を

　
　
　
○

　
　
　
大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
六
三
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
四
　
（
六
三
六
）

　
　
　
　
斗

高
く
し
て
き
て
、
　
「
和
州
河
州
村
六
押
並
之
難
儀
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
裁
許
状
の
よ
う
に
厳
重
実
施
せ
し
め
ら
れ
た
い
と
訴

　
　
　
　
（
１
０
）

え
出
て
い
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
剣
先
船
は
幕
府
権
力
（
大
阪
町
奉
行
所
）
に
公
許
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
き
の
裁
許
状
で
は
、
以
前

よ
り
も
若
干
低
い
運
賃
を
定
め
、
一
応
大
和
の
農
民
に
有
利
な
よ
う
に
裁
許
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局
、
大
和
、
河
内
に
お

け
る
肥
料
間
題
の
重
要
性
を
奉
行
所
と
し
て
も
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
際
、
河
内
川
辺
村
庄
屋

権
左
衛
門
の
計
画
の
も
っ
て
い
る
意
味
あ
い
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
の
計
画
に
つ
い
て
は
さ
き
欠
紹
介
し
た
以
上
の
事

情
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
．
剣
先
船
の
日
数
、
運
賃
に
た
い
ナ
る
大
和
川
沿
岸
農
民
お
よ
び
肥
料
商
人
の
要
求
に
も
と
ず
い
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
河
州
村
六
百
姓
が
剣
先
船
を
直
接
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
裁
許
状
で
は
、
権
右
衛

門
の
計
画
は
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
逆
に
在
郷
剣
先
船
株
二
十
艘
を
返
上
せ
し
め
て
い
る
。
フ
ま
り
、
大
阪
奉
行
所
は
、
大
和
川

換
後
の
状
況
に
応
じ
て
器
上
剣
先
船
株
の
特
権
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
れ
を
完
全
に
掌
握
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
若
干
の
譲

歩
は
あ
っ
た
と
い
え
、
か
つ
て
は
亀
瀬
ま
で
上
り
荷
物
一
駄
七
分
五
厘
で
あ
っ
た
の
を
二
倍
以
上
の
一
匁
八
分
（
二
匁
二
分
八
厘
か

ら
は
四
分
八
厘
減
と
な
る
）
と
公
定
さ
れ
、
大
和
の
農
民
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
さ
き
に
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

れ
た
よ
う
に
、
そ
の
裁
定
も
充
分
守
ら
れ
ず
運
賃
は
高
騰
し
、
数
目
も
延
び
河
州
、
大
和
と
も
困
難
し
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
こ
の
剣
先
船
運
賃
の
高
騰
に
対
す
る
不
満
は
、
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
六
月

に
「
和
州
耕
作
肥
大
坂
表
買
調
大
和
川
剣
先
船
を
以
運
送
仕
侯
処
、
運
賃
段
六
悉
二
上
ケ
取
申
二
付
」
と
し
て
、
和
州
惣
百
姓
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

大
阪
奉
行
所
に
訴
え
出
て
い
る
。
ま
た
大
分
の
ち
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
も
「
肥
荷
物
運
賃
之
儀
正
徳
四
年
当
御
表
御
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
Ｏ
　
Ｏ
　
Ｏ
　
◎
　
Ｏ

様
二
而
御
定
被
為
成
下
置
侯
其
後
段
六
取
増
和
州
百
姓
共
及
難
儀
御
田
畑
相
続
之
差
支
二
相
成
侯
二
付
」
、
「
即
正
徳
四
年
御
出
シ
ニ



　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
分
力
）

ハ
和
州
之
荷
物
凡
四
十
万
駄
と
有
之
其
後
多
□
二
荷
物
相
送
リ
侯
年
二
而
も
拾
壱
万
四
千
八
互
二
十
三
駄
余
！
余
敷
之
義
ハ
無
之
た

　
　
　
◎
◎
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

侯
得
ハ
船
賃
高
直
故
自
然
と
肥
し
荷
物
買
入
之
差
支
二
相
成
侯
義
ハ
返
候
問
」
と
和
州
の
肥
料
事
情
を
の
べ
て
、
船
賃
引
下
げ
方
を

　
　
　
　
　
（
１
３
）

訴
え
出
て
い
る
。
こ
の
国
訴
は
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
、
は
じ
め
大
阪
町
奉
行
へ
、
さ
ら
に
江
戸
表
寺
杜
奉
行
へ
、
ま
た
南
都
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

の
添
翰
を
え
て
ふ
た
た
び
大
阪
町
奉
行
へ
と
い
う
よ
う
に
執
勧
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
所
期
の
目
的
を
貫
徹
し
た
か
ど
う
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
。

　
史
料
の
う
え
で
知
ら
れ
る
右
の
宝
永
二
年
以
後
天
明
六
年
に
い
た
る
大
和
惣
百
姓
の
国
訴
は
、
同
じ
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
．

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
和
に
お
け
る
商
業
的
農
業
の
発
展
段
階
に

応
じ
た
意
味
内
容
の
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ン
、
う
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
材
料
を
も
ち
あ

わ
せ
な
い
。
た
だ
い
え
る
こ
と
は
、
肥
料
を
め
ぐ
る
村
落
内
部
の
矛
盾
が
、
川
船
間
屋
・
剣
先
船
株
と
大
和
惣
百
姓
の
矛
盾
と
し
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
右
の
如
き
剣
先
船
運
賃
の
高
騰
は
、
大
和
に
お
け
る
購
入
肥
料
の
価
格
を
高
め
、
大
和
の
農
業
経
営

に
、
摂
河
に
く
ら
べ
て
不
利
な
条
件
を
つ
く
り
出
す
。
天
明
六
年
の
訴
状
に
い
う
よ
う
に
、
正
徳
四
年
裁
許
後
、
剣
先
船
荷
物
年
四

十
万
駄
の
予
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
大
の
年
で
も
十
一
万
駄
余
し
か
運
ば
れ
ず
「
自
然
と
肥
し
荷
物
買
入
之
差
支
」
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
、
大
和
の
綿
作
は
江
戸
時
代
後
期
に
作
付
面
積
の
減
少
を
み
る
が
、
右
に
い
っ
て
き
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

な
肥
料
価
格
と
綿
価
の
シ
ェ
ー
レ
が
綿
作
衰
退
の
一
つ
の
要
因
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
数
度
の
国
訴
に
か
か
わ
ら
ず
、
剣
先
船
運

賃
の
高
騰
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
〔
註
〕

　
　
　
大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
六
三
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
（
六
三
八
）

（
１
）
　
肥
後
和
男
「
近
世
に
於
げ
る
大
和
川
の
舟
運
－
特
に
魚
梁
船
に
つ
い
て
ー
」
、
保
井
芳
太
郎
編
「
大
和
王
寺
文
化
史
論
」
（
昭
和
十
二
年
）
所

　
収
。

（
２
）
　
古
島
敏
雄
「
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
と
交
通
」
　
（
昭
和
二
六
年
）
九
七
－
九
八
頁
。

（
３
）
　
宝
永
五
年
閏
正
月
和
州
川
筋
村
六
惣
代
よ
り
の
訴
状
、
前
掲
肥
後
氏
論
文
所
引
。

（
４
）
　
「
大
阪
市
史
」
第
五
巻
、
三
二
二
頁
。

（
５
）
　
参
考
の
た
め
、
明
治
十
五
年
の
「
亀
瀬
河
岸
」
の
上
下
荷
物
は
っ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
（
明
治
二
十
年
奈
良
県
統
計
書
）
。

輸

出

一
輸

入

石

円

米

五
、
四
一
七

四
〇
、
五
九
四

玉

種
油
粕

六
七
、
四
五
五

　
　
　
円
一
…
、
六
六
三
一

石

円

三
、
三
三
三

俊

蚕

円
一

豆

一
八
、
〇
二
二

干

粕

三
九
、
六
二
一

四
〇
、
○
〇
七

樽

円

種

油

二
、
四
四
七

二
八
、
二
六
六

（
６
）
　
摂
津
で
は
肥
料
高
値
に
よ
る
国
訴
が
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
お
こ
っ
て
い
る
。

（
７
）
　
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。

（
８
）
　
右
同
書
、
二
〇
五
－
二
〇
九
頁
。

（
９
）
　
小
野
恵
美
男
「
大
和
に
お
け
る
近
世
絞
油
業
の
発
達
」
、
ヒ
ス
ト
リ
ア
、
十
二
号
（
昭
三
〇
年
五
月
）

（
１
０
）
　
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
二
〇
九
－
二
二
一
頁
。

（
ｕ
）
　
剣
先
船
と
魚
梁
船
を
ふ
く
め
て
、
元
禄
十
年
以
前
大
阪
よ
り
和
州
今
里
（
大
和
川
の
支
流
寺
川
に
そ
う
部
落
で
田
原
本
の
外
港
を
な
す
）
着

　
一
駄
に
つ
ぎ
二
匁
二
分
五
厘
で
内
訳
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
肥
後
和
男
、
前
掲
論
文
）
。

　
一
、
五
厘
　
大
恢
舟
間
屋
口
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

、、、、、

九
分
　
大
阪
剣
先
船
亀
瀬
迄
之
船
賃

二
分
　
亀
瀬
二
而
荷
物
持
越
し
中
衆
辞
肝
煎
賃

二
分
　
亀
瀬
蔵
元
荷
捌
喜
右
衛
門
江
請
坂
申
候

五
厘
　
海
上
銀
　
同
断

八
分
二
厘
　
亀
瀬
方
今
里
迄
魚
梁
船
賃
船
に
渡
す

享
保
十
一
年
六
月
十
三
目
「
乍
恐
以
書
付
を
奉
願
上
侯
」
保
井
文
書
。

「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
二
二
一
－
二
一
七
頁
。

右
同
書
、
二
二
一
－
二
一
七
頁
。

前
掲
、
拙
稿
。

．
大
和
の
国
訴
と
し
て
、
つ
ぎ
隻
た
い
の
は
安
永
二
年
一
一
七
七
三
一
か
ら
数
ヶ
年
ポ
わ
た
る
「
綿
繰
屋
中
買
株
仲
問
一
設
置
に

反
対
す
る
国
訴
で
あ
る
。
二
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
た
考
に
、
大
和
の
綿
作
は
一
八
世
紀
中
葉
に
き
て
、
本
田
方
作
付
比
率
三
〇
～

五
〇
％
と
い
う
数
字
を
も
ち
、
綿
作
が
ひ
ろ
く
か
つ
深
く
農
民
経
済
の
な
か
に
侵
透
し
て
い
灯
～

安
永
期
に
お
け
る
こ
の
百
姓
作
綿
の
販
売
形
態
は
つ
ぎ
の
二
、
三
の
文
書
の
引
用
に
よ
っ
て
一
応
わ
か
ろ
う
・

。
売
払
之
義
一
往
宴
江
戸
、
京
、
大
坂
慧
州
、
三
州
、
濃
州
、
勢
州
、
河
州
其
外
遠
国
近
国
一
よ
ら
須
銘
享
筋
次
第
注
萎
取
亦
一
商
売
人

　
　
或
一
当
国
之
内
一
而
も
金
銀
相
持
候
も
の
共
買
入
諸
商
人
を
引
請
年
え
、
十
月
之
内
目
数
三
、
四
十
目
斗
り
大
概
一
売
払
御
年
貢
初
納
十
月
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
　
旬
二
上
納
仕
侯
（
安
永
二
年
六
月
十
目
付
の
文
書
）

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
黒
一
奥
田
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
六
三
九
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
八
巻
・
第
四
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
六
四
〇
一

。
売
捌
蓑
老
当
豊
商
人
一
不
及
申
遠
国
近
国
之
無
差
別
共
向
寄
を
以
蔓
高
下
ヲ
考
表
ク
一
蓄
候
－
－
諸
六
嘉
人
入
霊
少
次
宛
も
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
上
侯
（
安
永
二
年
七
十
二
目
付
の
文
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
○
是
迄
国
六
方
百
姓
方
江
直
買
罷
越
し
候
綿
買
人
…
…
（
安
永
三
年
七
月
五
目
付
の
文
書
）

こ
れ
ら
宝
蔭
・
当
国
一
大
和
一
奮
び
に
入
り
込
ん
で
く
る
笛
の
産
地
買
集
商
人
に
自
由
に
直
接
販
一
冗
す
る
形
撃
ひ
ろ
く
・

言
れ
て
い
る
・
そ
し
…
の
産
綿
は
「
綿
繰
賃
之
義
御
尋
御
震
、
是
又
委
細
申
上
候
得
者
致
繰
綿
候
而
売
払
侯
得
者
勝
手
宜
敷

侯
哉
と
御
尋
被
遊
一
付
私
共
申
上
候
一
随
分
勝
手
宜
敷
候
共
在
方
中
轟
綿
仕
居
侯
而
一
御
初
納
二
問
二
合
不
申
候
故
重
二
実
岬
一

而
売
後
一
差
唯
差
「
重
一
高
田
、
田
原
本
、
今
井
、
丹
波
市
、
御
所
辺
之
町
場
の
も
の
一
実
綿
二
而
是
迄
一
売
払
申
候
一

と
あ
る
よ
う
岬
ｗ
＋
月
の
初
納
銀
納
年
貢
に
問
に
合
わ
す
よ
う
実
綿
の
支
ま
売
払
わ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に

繰
綿
に
せ
ら
れ
て
も
販
売
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
の
町
方
在
方
に
お
け
る
専
業
的
綿
商
人
の
数
は
、
上
表
の
よ
う
に
、
安
永
三
年

数買中
●

屋繰
●

屋綿年３永安
買
中

２
１
２
７
３

５
１

８
２
１

屋
繰

１
７
１
６
３
７
３
５

９
５

屋
綿

３
６

３
６

良
内
町
村
村
時
井
賦
奈
高
今
田
丹

計
小

計
合

（
一
七
七
四
）
に
は
、
綿
屋
、
繰
屋
、
中
買
の
三
業
種
で
、
奈
良
、
高
田
、
今
井
、
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

原
本
・
丹
波
市
の
五
ケ
所
、
一
八
二
人
が
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
専
業
的
綿
商
人
の
ほ
か

に
・
在
村
の
農
民
的
繰
屋
、
中
買
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
広
汎
に
存
在
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
町
人
百
姓
之
中
金
銀
相
持
侯
も
の
共
買
入
」
ま
た
「
百
姓
作
問
二
自
分
作

綿
二
買
添
致
シ
手
繰
二
改
候
義
村
六
往
古
！
多
分
致
来
候
」
と
の
べ
ら
れ
、
あ
る
い
は

「
冬
春
之
作
問
ニ
ハ
五
斤
拾
斤
二
而
も
買
請
繰
綿
持
仕
侯
も
の
多
分
二
御
座
侯
」
と
い

う
ご
と
打
ｗ
ま
た
は
享
保
九
年
広
瀬
郡
川
合
村
の
明
細
帳
に
「
商
人
十
八
人
、
内
二
人



数買中
●

屋繰六村分領私和大年４永安

■

買

○
ユ

４

１

１
３
６
０
７
２
７

１

中

３

１

１

３

Ｏ１

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
十
－
一
一
　
　
；
，

屋

０
２

１

４

８
８
０
０
７
４
３

３

繰

１

７
４

９１

’

）藩山
所

厚
君

り

所

分

（

１

領
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

預
分
官
所

１
御
領
代
行

殿

殿

御
知

計

守
守
守
守

守
守
守
守
守

殿
殿

驚
蛆
驚
鴛
蒜
断
鴛

田
井
堀
野
山
居
堂
桐
平
村

堀
堂

織
永
小
平
森
鳥
藤
片
松
植
同
小
藤

　
　
　
　
（
ｕ
）

と
い
う
よ
う
に
、
作
問
稼
の
浮
動
的
小
繰
綿
商
人
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
「
村
六
二
百
姓
稼
二
相
成
兼
至
而
困
窮
之

百
姓
共
綿
時
節
ニ
ハ
所
六
作
綿
外
８
格
別
下
直
ニ
テ
賃
繰
仕
侯
者
共
又
ハ
昼
中
ハ
百
姓
稼
仕
夜
分
ハ
少
六
宛
賃
繰
下
直
ニ
テ
稼
詰
貧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

窮
之
助
二
仕
侯
」
と
い
う
ご
と
く
、
賃
繰
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
安
永
期
の
大
和
に
・
お
い
て
は
、
産
綿
販
売
、
綿
商
人
の
構
造
は
、
右
の
よ
う
に
、
貧
農
層
の
賃
繰
、
農
間
余
業
と

し
て
の
小
農
民
的
繰
屋
、
中
買
が
村
六
に
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
、
奈
良
、
高
田
、
田
原
本
な
ど
の
在
町
の
専
業
的
綿
商
人
が
あ
っ
た
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛆
）

そ
し
て
そ
れ
ら
の
う
え
に
、
十
二
人
の
綿
買
次
間
屋
が
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。
綿
作
農
民
は
、
当
因
の
そ
れ
ら
の
専
業
、
非
専
業

の
綿
商
人
は
も
ち
ろ
ん
他
国
よ
り
入
り
込
ん
で
く
る
数
多
く
の
産
地
買
集
綿
商
人
に
、
自
由
に
手
広
く
そ
の
産
綿
を
売
払
っ
て
い
る

と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
。

　
　
　
犬
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
六
四
一
）

百
姓
仕
又
ハ
か
せ
や
、
秋
冬
ハ
実
綿
買
繰
綿
二
い
た
し
売
申
侯
、
一

人
百
姓
又
バ
肥
シ
類
少
六
売
申
候
、
秋
冬
実
綿
買
繰
綿
二
い
た
し
売

中
侯
、
四
人
百
姓
仕
秋
冬
之
内
実
綿
買
込
繰
締
二
い
た
し
売
申
侯
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

と
あ
る
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
作
問
稼
の
農
民
的
繰
屋
中
買
数
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七

五
）
十
一
月
の
「
国
中
惣
代
」
か
ら
出
し
た
調
で
は
上
表
の
ご
と
く
・

　
　
◎
　
◎
　
Ｏ
　
◎
　
Ｏ

大
和
私
領
分
村
六
に
繰
屋
一
九
三
人
、
中
買
一
〇
一
人
、
計
二
九
四

　
　
　
　
　
（
１
０
）

人
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
は
「
当
時
農
業
宜
敷
故
歎
綿

稼
者
相
止
居
申
侯
」
「
年
柄
ニ
ヨ
リ
作
間
稼
仕
侯
人
数
増
減
御
座
侯
」

＾冊帥

・
一

冊
｝

皿

…肺

一
、

■…



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
六
四
二
）

　
さ
て
、
こ
れ
か
ら
の
べ
る
綿
方
一
件
国
訴
の
発
端
を
な
し
た
の
は
、
安
永
二
年
六
月
一
日
の
繰
屋
職
、
中
買
職
の
株
仲
問
設
立
で

　
　
（
１
４
）

あ
っ
た
。
南
都
奉
行
所
は
奈
良
鍋
屋
町
綿
（
買
次
）
間
屋
宇
右
衛
門
の
願
出
に
よ
っ
て
、
宇
右
衛
門
を
組
頭
役
と
す
る
右
の
株
仲
問

設
立
許
可
の
左
の
触
書
を
出
し
た
。

　
　
和
州
町
方
在
方
二
お
ゐ
て
綿
商
売
二
付
繰
屋
職
中
買
職
致
侯
も
の
共
有
之
侯
処
端
六
二
而
新
規
二
右
職
致
候
も
の
共
百
姓
方
其
外
商
人
方
方
綿
買

　
　
取
質
二
入
或
ハ
売
払
売
主
へ
代
銀
不
相
渡
私
欲
二
致
侯
族
有
之
百
姓
商
人
方
共
難
儀
致
候
由
依
之
綿
商
人
職
組
頭
之
儀
南
都
鍋
屋
町
綿
間
屋
宇
右

　
　
衛
門
願
出
侯
二
付
願
之
通
組
頭
役
宇
右
衛
門
へ
申
付
候
間
以
来
繰
屋
職
中
買
職
致
侯
も
の
共
へ
宇
右
衛
門
方
家
別
組
入
札
相
渡
右
札
料
年
次
宇
右

　
　
衛
門
方
へ
取
集
メ
札
料
半
銀
通
井
組
頭
冥
加
銀
年
六
上
納
い
た
し
侯
問
右
商
売
致
侯
も
の
共
ハ
宇
右
衛
門
江
及
対
談
株
札
受
取
、
札
料
無
相
違
年

　
　
六
宇
右
衛
門
へ
相
渡
若
無
札
二
而
紛
敷
取
引
致
侯
も
の
於
有
之
ハ
急
度
可
及
吟
味
候
条
無
札
二
而
取
引
致
問
敷
侯
尤
百
姓
方
自
分
作
綿
手
繰
二
致

　
　
候
も
の
共
ヘ
ハ
構
無
之
侯

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
百
姓
方
白
分
作
綿
手
繰
二
致
侯
も
の
」
の
ほ
か
一
切
、
こ
の
株
仲
問
商
人
以
外
へ
の
直
売
直
買
が
禁
止
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
株
仲
問
設
立
に
た
い
し
て
は
、
さ
き
に
の
べ
た
在
町
在
方
の
専
業
的
繰
屋
中
買
は
賛
成
し
、
組
頭
役
出
銀
と
し

て
、
繰
屋
一
軒
に
つ
き
、
ろ
く
ろ
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
年
銀
二
匁
、
中
買
一
軒
に
つ
き
商
内
数
量
に
か
か
わ
ら
ず
年
銀
一
匁
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
、
一
八
○
人
余
は
株
札
を
う
け
た
。
そ
し
て
こ
の
札
料
総
額
の
半
分
は
南
都
奉
行
所
に
「
御
益
銀
」
と
し
て
上
納
、

半
額
は
年
中
世
話
料
と
し
て
宇
右
衛
門
が
収
納
し
、
ま
た
別
に
組
頭
よ
り
冥
加
銀
と
し
て
年
《
銀
三
枚
を
奉
行
所
に
差
出
す
こ
と
に

な
っ
た
。

　
こ
の
株
伸
間
設
立
の
意
義
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
幕
府
（
南
都
奉
行
所
）
に
よ
る
実
綿
、
繰
綿
の
流
通
機
構
掌

握
の
確
立
を
意
味
す
る
。
都
市
間
屋
商
人
で
あ
る
綿
間
屋
宇
右
衛
門
に
特
権
を
与
え
て
、
そ
の
支
配
下
に
在
町
在
方
の
綿
商
人
を
統

制
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
宇
右
衛
門
の
株
札
を
う
け
た
も
の
は
、
前
記
の
よ
う
に
専
業
的
繰
屋
、
中
買
の
一
八
○
人
余



で
あ
っ
た
が
、
株
札
が
行
き
届
け
ば
二
四
〇
〇
１
二
五
〇
〇
人
位
に
な
ろ
う
と
い
う
計
算
を
宇
右
衛
門
が
立
て
て
い
る
が
（
そ
の
数

字
の
根
拠
は
不
明
）
、
そ
れ
は
や
が
て
在
村
の
農
問
余
業
的
繰
屋
中
買
の
一
切
を
株
仲
間
と
し
て
包
摂
し
、
全
産
綿
流
通
の
完
全
な

る
支
配
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
、
株
札
な
き
も
の
に
は
売
買
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

株
商
人
に
１
よ
る
産
綿
買
集
め
の
独
占
権
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
的
独
占
的
低
買
入
価
格
に
よ
っ
て
綿
作
農
民
の
収
奪
が
可
能

に
差
る
わ
け
で
あ
る
。
奈
良
奉
行
所
は
ン
、
う
し
た
利
権
を
特
権
商
人
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
札
料
の
半
分
を
御
益
銀
と
し
て
上

納
せ
し
め
、
ま
た
冥
加
銀
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
ユ
、
こ
に
は
明
和
、
安
永
期
に
お
け
る
株
仲
問
設
立
の
も
う
一
つ
の
意
味
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
に
、
安
永
二
年
の
繰
屋
、
中
買
株
仲
問
の
成
立
は
、
綿
作
農
民
の
産
綿
販
売
の
白
由
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
１
５
）

の
て
、
株
仲
間
反
対
の
広
汎
執
勧
な
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
そ
の
経
過
の
概
要
を
の
べ
て
み
よ
う
。

　
六
月
、
右
の
触
書
が
出
さ
れ
る
や
、
六
月
十
目
、
清
水
御
領
知
十
八
ヶ
村
は
連
印
を
も
っ
て
清
水
御
役
所
に
株
伸
問
反
対
の
訴
え

を
出
し
、
ま
た
六
月
十
三
目
に
は
、
清
水
御
領
知
山
辺
郡
十
八
ヶ
村
、
式
上
郡
十
三
ヶ
村
惣
代
よ
り
南
都
御
番
所
あ
て
に
反
対
の
意

志
表
示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
植
村
出
羽
守
御
預
リ
所
村
六
は
郡
切
総
代
を
も
っ
て
南
都
奉
行
所
へ
反
対
を
願
出
し
、
も
し
聞
届
な

く
ば
預
リ
所
役
人
よ
り
江
戸
御
勘
定
所
へ
訴
え
出
ん
と
し
、
織
田
丹
後
守
預
リ
所
村
六
も
右
に
同
じ
く
う
ご
き
、
松
平
美
濃
守
、
藤

堂
和
泉
守
領
分
村
六
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
地
頭
」
へ
「
申
出
」
し
て
お
り
、
さ
ら
に
惣
代
を
も
っ
て
南
都
奉
行
所
へ
相
願
う
と
い
う

ご
と
く
、
六
月
よ
り
七
月
に
か
け
て
の
あ
い
だ
、
「
御
料
御
私
領
共
銘
六
御
支
配
切
二
差
支
侯
趣
旨
委
細
書
付
を
以
て
御
願
申
上
」

げ
る
と
同
時
に
、
大
和
十
三
郡
惣
代
の
名
に
１
お
い
て
奉
行
所
に
反
対
陳
情
を
お
こ
な
っ
た
。
反
対
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ

た
と
こ
ろ
か
ら
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
願
書
を
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
六
四
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
六
四
四
）

Ｏ
Ｄ
、
　
「
綿
売
捌
之
義
者
当
国
之
商
人
ハ
不
及
申
遠
国
近
国
之
無
差
別
其
向
寄
を
以
直
段
高
下
ヲ
考
手
広
ク
売
払
申
侯
」
。
組
合
仲
間
な
く
と
も
近
所

　
　
商
人
馴
合
直
段
引
付
の
こ
と
も
あ
る
の
に
ー
、
株
仲
間
が
で
ぎ
れ
ば
一
層
馴
合
う
。

四
、
　
「
御
触
書
之
通
二
而
ハ
国
中
之
も
の
共
手
筋
次
第
注
文
請
又
ハ
直
買
之
商
人
引
請
売
払
不
相
成
勿
論
町
人
百
姓
之
中
金
銀
相
持
侯
も
の
共
買
入

　
　
等
之
商
内
ハ
相
止
、
就
中
百
姓
作
間
二
自
身
作
綿
二
買
添
致
シ
手
繰
二
改
候
義
村
六
往
古
方
多
分
致
来
リ
候
、
是
等
迄
不
相
成
、
自
然
と
綿
売
払

　
　
手
挾
二
罷
成
」
る
。
．

　
倒
、
　
「
買
先
へ
手
筋
次
第
二
掛
合
、
翌
年
之
正
綿
前
金
等
ヲ
借
銀
御
年
貢
上
納
仕
候
義
数
多
二
付
」
、
そ
れ
ら
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
先
規
の
通
り

　
　
に
し
て
ほ
し
い
。

　
Ｇ
０
、
　
「
村
六
貧
窮
之
百
姓
共
、
御
年
貢
上
納
差
詰
リ
候
節
ハ
熟
意
之
も
の
共
へ
相
頼
自
分
手
作
之
綿
を
先
売
致
銀
子
借
り
請
御
年
貢
差
支
な
が
ら
上

　
　
納
仕
来
り
申
侯
」
。
「
自
分
作
綿
も
手
筋
を
以
て
国
々
の
も
の
共
へ
直
売
仕
来
侯
」
。
そ
れ
ら
が
一
切
だ
め
に
な
る
。

　
働
、
＠
「
大
小
之
百
姓
作
綿
を
も
村
役
人
井
重
立
百
姓
と
し
て
売
払
申
候
」
。
◎
米
綿
な
ど
直
段
向
寄
に
よ
り
売
払
い
、
売
口
の
よ
く
な
い
と
ぎ
は

　
　
「
庄
屋
共
相
互
に
世
話
仕
金
銀
詰
侯
も
の
米
二
而
も
綿
二
而
も
年
番
二
相
渡
工
銀
高
調
達
仕
侯
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
株
仲
問
が
で
ぎ
れ
ば
、
定
法
の

　
　
九
分
米
銀
納
に
さ
し
っ
か
え
る
。
＠
冬
春
の
作
問
に
五
斤
十
斤
と
買
請
繰
綿
林
す
る
も
の
が
多
分
に
あ
り
、
そ
う
い
う
作
問
稼
に
差
支
え
る
。
＠

　
　
翌
年
の
正
綿
を
あ
て
借
金
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
＠
「
無
札
取
引
御
停
止
侯
而
ハ
村
六
役
人
御
牢
貢
方
取
斗
之
義
、
尚
又
百
姓
耕
作
種
も

　
　
の
作
問
之
筋
商
売
二
似
寄
候
杯
と
申
出
入
等
出
来
侯
哉
」
。

要
す
る
に
、
「
百
姓
方
自
分
作
綿
手
繰
二
致
候
も
の
共
ヘ
ハ
構
無
之
侯
」
、
あ
る
い
は
「
百
姓
作
綿
売
払
之
義
其
外
質
物
入
等
之
義
」

は
よ
ろ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
の
間
題
と
し
て
、
繰
屋
中
買
株
が
で
き
れ
ば
、
右
に
の
べ
た
よ
う
な
、
現
在
ま
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
産
綿
販
売
の
一
切
の
方
法
が
不
可
能
と
な
り
、
百
姓
と
し
て
絶
対
に
こ
ま
る
か
ら
、
株
仲
問
を
た
て
な
い
よ
う
に
し
て
ほ

し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
安
永
二
年
六
～
七
月
執
勧
に
願
出
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
絶
株
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

奉
行
所
は
「
眼
前
差
障
」
な
し
と
し
た
打
け
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
で
安
永
二
年
は
木
綿
作
は
不
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
な
ら
綿
価
は
高
騰
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
株
仲
問
が
で
き

無
株
無
札
の
も
の
の
買
集
め
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
か
、
諸
国
綿
商
人
は
大
和
に
入
込
ま
ず
、
綿
方
不
捌
で
綿
価
は
例
年
よ
り
安
く
な

る
と
い
う
現
象
を
し
め
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
層
こ
の
国
訴
を
強
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
安
永
二
年
暮
、
南
都
奉
行
所
は
、
右
の
願
い
に
も
れ
て
い
る
「
寺
杜
坊
領
御
旗
本
迄
」
二
石
、
三
石
の
領
知
の
村
も
、
庄
屋
・
年

寄
を
よ
び
よ
せ
、
株
成
立
に
よ
る
差
支
え
有
無
を
取
調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
翌
安
永
三
年
二

月
四
目
に
は
十
三
郡
百
姓
惣
代
連
名
で
株
仲
問
差
止
め
の
追
訴
を
か
さ
ね
て
お
こ
な
い
、
　
「
宇
右
衛
門
よ
り
奉
指
上
侯
御
冥
加
銀
御

公
益
銀
」
は
百
姓
方
よ
り
差
吐
す
と
の
条
件
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
い
で
七
月
に
は
綿
不
捌
の
現
状
を
の
べ
さ
ら
に
株
停
止
を
願
出

し
た
。
こ
の
訴
願
に
つ
い
て
は
、
奉
行
所
は
七
月
、
逐
一
吟
味
を
し
た
が
結
論
が
出
さ
れ
ず
、
そ
の
後
仰
渡
し
が
な
か
っ
た
の
で
、
同

年
十
一
月
に
は
重
ね
て
十
三
郡
惣
代
が
奈
良
に
ゆ
き
訴
願
し
た
。
そ
れ
で
奉
行
所
は
同
年
十
二
月
十
三
、
五
日
願
い
に
も
れ
た
村
五
、

六
〇
ヶ
村
の
庄
屋
・
年
寄
を
南
都
に
よ
び
よ
せ
取
調
べ
た
が
、
彼
ら
も
ま
た
十
三
郡
代
と
同
じ
く
株
仲
間
反
対
の
意
志
を
開
陳
し
た
。

　
安
永
四
年
に
入
っ
て
十
三
郡
惣
代
は
、
右
の
よ
う
に
大
和
全
国
の
百
姓
の
一
致
し
た
反
対
で
あ
る
の
で
、
や
が
て
百
姓
願
い
の
通

り
落
着
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
奉
行
所
の
基
本
方
針
は
願
出
拒
否
で
あ
っ
た
た
め
か
、
同
年
二
月
、
三
月
に
は
惣
代
の
う
ち

十
人
ば
か
り
奉
行
所
に
よ
び
出
し
「
綿
方
一
件
百
娃
之
願
押
鎮
メ
候
様
に
と
御
頼
」
が
あ
っ
た
。
主
だ
っ
た
指
導
者
を
懐
柔
せ
ん
と

す
る
政
策
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
呼
び
出
さ
れ
た
惣
代
の
一
人
で
あ
る
広
瀬
郡
五
百
井
村
庄
屋
助
左
衛
門
は
「
郡
村
之
百
姓
何
分

此
義
ハ
永
六
之
難
渋
二
相
成
侯
事
故
、
兼
而
願
ひ
詰
呉
侯
様
ニ
ト
申
居
侯
。
然
ル
ニ
今
般
御
願
之
筋
承
知
い
た
し
侯
而
ハ
当
御
支
配

之
百
姓
ハ
不
申
及
、
一
国
之
百
姓
共
ヘ
ハ
一
向
申
訳
無
御
座
侯
故
連
日
御
断
中
上
」
げ
、
つ
い
に
拒
否
の
口
上
書
を
書
い
て
帰
村
し

て
い
る
。
右
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
の
で
、
惣
代
ら
は
安
永
四
年
六
月
、
大
和
で
の
最
大
の
藩
領
主
で
あ
る
郡
山
藩
主
柳
沢
保
甲
に

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
（
六
四
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
六
四
六
）

た
い
し
て
、
右
の
こ
と
を
の
ぺ
て
御
尽
力
ね
が
い
た
い
と
申
出
て
い
る
。
一
方
宇
右
衛
門
の
態
度
も
強
硬
で
、
こ
の
株
仲
間
は
一
た

ん
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
今
さ
ら
願
い
下
げ
る
所
存
は
な
い
、
も
し
百
姓
方
の
願
い
が
通
れ
ば
、
江
戸
表
ま
で
訴
え
出
る

と
い
う
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
奉
行
所
は
安
永
四
年
七
月
五
目
よ
り
、
か
つ
て
一
度
で
も
呼
び
出
さ
れ
た
惣
代
六
〇
人
を
残
ら
ず
南
都
に
あ
つ
め
、
弱
い
も
の

は
一
人
一
人
白
洲
に
召
出
し
株
仲
問
に
よ
る
眼
前
の
差
支
有
無
を
強
く
間
い
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
の
三
～
四
割
方
よ
り
願
下
承
認
の

言
質
を
と
り
、
不
承
認
の
も
の
に
た
い
し
て
は
、
五
目
六
目
の
両
目
に
十
二
人
腰
縄
入
牢
を
仰
付
け
る
と
い
う
強
圧
手
段
。
を
と
っ
た
。

さ
き
の
助
左
衛
門
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
惣
代
ら
の
情
勢
判
断
で
は
、
奉
行
所
は
百
姓
差
支
え
な
し
と
江
戸
に
報
告
す
る
だ
ろ
う
、
そ
う

す
れ
ば
絶
株
の
御
下
知
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
同
年
八
月
に
は
最
早
手
段
も
つ
き
た
の
で
、
最
後
の
方
法
と
し
て
、

重
ね
て
各
領
主
、
代
官
よ
り
「
無
株
二
相
成
候
様
南
都
御
奉
行
所
へ
仰
立
被
下
」
れ
る
よ
う
し
て
ほ
し
い
と
、
そ
れ
ぞ
れ
申
出
て
い
る
。

　
綿
方
一
件
の
史
料
は
、
な
お
そ
の
後
の
つ
ぎ
の
事
情
を
の
べ
て
い
る
。
同
安
永
四
年
十
一
月
奉
行
所
よ
り
各
領
内
在
村
の
繰
中
買
、

繰
屋
渡
世
の
も
の
の
数
の
報
告
を
も
と
め
（
前
出
の
表
が
そ
の
と
き
の
も
の
）
、
　
あ
る
い
は
Ｈ
株
人
数
が
追
六
ふ
え
る
と
い
う
の
は

何
故
か
、
嘗
株
仲
問
が
で
き
て
現
在
差
支
え
が
な
い
の
に
後
に
差
支
え
る
と
い
う
の
は
何
故
か
、
嘗
株
仲
間
が
で
き
れ
ば
何
故
年
貢

上
納
に
差
支
え
る
の
か
の
三
点
を
質
間
し
、
十
一
月
十
九
目
付
の
国
中
惣
代
不
残
連
印
の
答
書
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
十
二
月
に
は

宇
右
衛
門
よ
り
の
冥
加
銀
、
御
益
銀
の
代
り
に
い
か
ほ
ど
の
銀
高
を
百
姓
中
よ
り
上
納
す
る
か
を
間
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
十
二
月
十

五
目
、
十
三
郡
惣
代
お
よ
び
洩
村
の
代
表
を
残
ら
ず
奉
行
所
に
呼
び
出
し
、
宇
右
衛
門
に
糺
し
た
結
果
、
株
札
ゆ
き
届
け
ば
お
よ
そ

二
千
四
、
五
百
人
と
な
り
そ
の
札
料
は
五
貫
六
、
七
百
匁
、
そ
の
半
銀
二
貫
八
百
匁
が
御
益
齢
と
な
る
は
ず
で
あ
る
、
右
を
ど
の
よ

う
に
納
め
る
か
の
回
答
を
求
め
た
。
惣
代
ら
は
帰
村
し
て
と
く
と
相
談
し
た
い
と
回
答
を
留
保
し
、
十
二
月
末
、
　
「
領
分
限
り
に
年



年
そ
の
年
の
年
預
又
は
年
番
共
江
取
集
」
め
て
上
納
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。
同
じ
十
二
月
、
奉
行
所
は
百
姓
方
よ
り
御
益
銀
を
差

上
げ
て
は
年
貢
諸
役
に
差
支
え
な
い
か
と
質
間
し
て
い
る
が
、
　
「
御
益
銀
百
姓
作
物
之
内
よ
り
差
上
」
げ
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
差
支

え
る
が
、
株
仲
問
が
た
て
ば
格
別
困
窮
す
る
の
で
や
む
を
え
ず
差
出
す
の
だ
と
い
い
き
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
永
五
年
）

　
こ
ｏ
の
ち
の
事
情
は
史
料
を
欠
い
て
い
る
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
翌
安
永
五
年
八
月
十
一
目
付
の
「
申
年
綿
方
請
入
用
五
節
算
用

帳
」
に
二
月
～
八
月
分
と
し
て
総
代
の
奈
良
、
京
行
の
費
用
、
寄
合
の
費
用
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
永
五
年
に
い
た

っ
て
も
な
お
こ
の
運
動
が
続
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
の
ち
の
事
情
か
ら
考
え
れ
ば
結
局
成
功
せ
ず
、
絶
株
は
実
現

で
き
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
国
訴
は
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
安
永
二
年
よ
り
五
年
に
い
た
る
こ
の
国
訴
の
経
過
概
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
運
動
の
性
格
を
み
て
ゆ
き

た
い
。

　
ま
ず
何
故
に
四
年
問
に
わ
た
る
長
期
の
闘
争
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
安
永
期
の
大
和
の
綿
作
が
、
農
民
諾
階
層
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
、
い
ま
直
ち
に
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
を
も
ち
あ
わ
せ
な
い
が
、
相
当
広
汎
に
綿
作
農
氏
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
の
べ
た
「
自
分
作
綿
に
買
次
い
た
し
手
繰
に
す
る
」
ご
と
き
作
問
稼
の
農
民
的
繰
屋
は
い

わ
ば
中
農
層
の
姿
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
の
限
り
で
産
綿
の
自
由
な
売
買
を
要
求
す
る
。
第
二
に
「
村
六
貧
窮
の
百

姓
共
年
貢
上
納
差
詰
る
と
き
、
熟
意
の
も
の
共
へ
相
頼
み
自
分
作
綿
を
先
売
い
た
し
銀
子
借
受
け
御
年
貢
上
納
す
る
」
と
い
い
、
ま

た
翌
年
の
正
綿
を
も
っ
て
前
金
を
借
銀
す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
貧
農
層
は
村
内
外
の
金
銀
あ
る
も
の
に
売
払
ま
た
先
売
し
て
い

た
。
そ
の
点
で
彼
ら
も
ま
た
株
札
商
人
の
み
に
販
売
先
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
第
三
に
「
当
国
内
に
て
も
金
銀
相
持
申

侯
者
共
買
入
諾
商
人
を
引
請
…
…
売
払
」
と
あ
る
「
金
銀
相
持
申
候
者
」
と
は
富
農
あ
る
い
は
地
主
、
村
役
人
層
と
一
応
見
傲
さ
れ

　
　
　
大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
六
四
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
（
六
四
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

よ
う
。
彼
ら
自
身
、
注
に
示
し
た
五
百
井
村
の
例
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
内
で
も
最
大
の
綿
作
経
営
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
周
知

の
よ
う
に
同
時
に
利
貸
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貧
農
層
の
産
綿
を
買
入
れ
ま
た
そ
れ
を
担
保
に
貸
金
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
Ｏ
　
Ｏ
　
◎
　
Ｏ

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
さ
き
の
引
用
で
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
産
綿
の
売
口
の
よ
く
な
い
と
き
は
、
「
庄
屋
共
相
互

◎
　
◎
　
◎
　
◎

に
世
話
仕
金
銀
詰
候
も
の
米
二
而
も
綿
二
而
も
年
当
二
相
渡
し
銀
高
調
達
仕
侯
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
地
主
Ｈ
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
◎
◎
◎
◎
Ｏ
◎
Ｏ
◎
◎
◎
◎
◎
Ｏ
◎
Ｏ
◎
◎
Ｏ
◎
Ｏ
◎
Ｏ
◎

層
の
産
綿
販
売
へ
の
関
与
が
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
「
大
小
ノ
百
姓
作
綿
を
も
村
役
人
井
重
立
百
姓
と
し
て
売
払
申
侯
」
と
あ
る
こ
と

は
、
産
綿
販
売
に
お
け
る
村
役
人
層
の
役
割
と
、
そ
こ
に
い
わ
ば
共
同
体
的
規
制
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
現
実
か
ら
中
農
的
農
民
繰
屋
も
、
貧
農
層
も
、
ま
た
地
主
村
役
人
層
も
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
の
仕
方
の
違
い
は
あ
れ
、

株
仲
問
に
束
縛
せ
ら
れ
な
い
産
綿
販
売
の
自
由
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
の
べ
た
が
、
綿
方
総
代
五
百
井
村
庄
屋
助
左
衛

門
ら
が
奉
行
所
の
強
圧
的
な
願
下
げ
要
求
を
、
も
し
承
知
す
れ
ば
「
当
御
支
配
之
百
姓
ハ
不
申
及
一
国
之
百
姓
共
ヘ
ハ
．
一
向
申
訳
無

御
座
候
」
と
拒
否
し
た
の
も
、
広
汎
な
村
々
の
各
層
に
わ
た
る
共
通
の
統
一
的
要
求
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
安
永
四
年
三
月
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
◎
　
◎
　
◎
　
Ｏ
　
◎
　
Ｏ

書
で
、
奉
行
所
側
に
立
っ
て
い
る
奈
良
質
屋
会
所
森
岡
五
郎
兵
衛
が
「
清
水
御
領
も
下
老
強
ク
御
座
侯
」
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
も
、

中
農
以
下
の
綿
作
農
民
の
要
求
の
強
さ
を
し
め
し
て
い
る
。

　
産
綿
販
売
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
農
民
的
繰
屋
あ
る
い
は
金
銀
相
持
つ
村

役
人
．
１
１
地
主
層
は
、
い
わ
ゆ
る
在
郷
商
人
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
安
永
期
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
農
問
余
業
の
繰
屋
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

綿
取
扱
人
で
あ
っ
て
、
在
郷
商
人
と
し
て
充
分
成
長
し
て
い
る
と
は
み
な
し
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
慕
末
に
い
た
っ
て
も
「
在
郷
商
人
」

た
る
以
上
専
業
的
商
人
と
し
て
完
全
に
農
商
分
離
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
国
訴
を
在
郷
商
人
の
指
導
に
よ
る
封

建
権
力
な
ら
び
に
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
都
市
特
権
商
人
に
対
す
る
闘
争
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
や
や
困
難
で
あ
る
。
産
綿
販
売
以
面

、



で
の
、
貧
農
層
、
中
農
的
繰
屋
、
地
主
１
１
村
役
人
層
の
結
合
の
原
理
に
は
、
共
同
体
的
な
も
の
が
あ
り
、
ン
、
う
し
た
「
統
一
」
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
国
訴
が
執
勧
に
闘
わ
れ
た
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
四
年
に
わ
た
る
闘
争
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
国
訴
は
敗
北
し
た
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一

に
、
右
に
の
べ
た
在
郷
商
人
の
未
成
熟
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
和
の
綿
作
地
帯
に
お
い
て
は
、
綿
作
と
綿
織
と
結
合
し
え

ず
、
綿
作
地
帯
農
村
内
部
に
綿
加
工
業
の
強
力
に
展
開
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
大
和
の
産
綿
が
木
綿
糸
つ
む
ぎ
に
不
適
当
で
あ
り
、

産
綿
が
多
く
実
綿
の
か
た
ち
で
販
売
さ
れ
た
こ
と
、
大
和
農
村
の
農
問
余
業
の
家
内
手
工
業
と
し
て
は
奈
良
晒
布
の
苧
う
み
、
布
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

が
広
汎
に
展
開
し
て
木
綿
糸
つ
む
ぎ
が
発
展
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
綿
関
係
の
在
郷
商
人
層
を
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ら

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
訴
の
指
導
と
闘
争
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
ず
し
も
充
分
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
な
も
の
で
あ
り

え
ず
、
株
仲
間
の
結
成
に
み
ら
れ
る
都
市
特
権
商
人
の
支
配
を
排
除
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
を
逆
な
形
で
い
う
わ
け
だ
が
、

相
対
的
に
都
市
商
人
の
力
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
晒
布
の
ば
あ
い
、
そ
の
原
料
部
門
で
あ
る
青
苧
問
屋
、
仲
買
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

幕
末
に
い
た
る
ま
で
強
固
な
独
占
力
を
も
っ
て
い
た
が
、
宇
右
衛
門
の
個
性
的
な
強
さ
と
と
も
に
、
奈
良
奉
行
権
力
と
結
び
つ
い
た

都
市
綿
間
屋
商
人
の
強
さ
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
は
前
段
の
綿
作
↓
綿
織
を
欠
い
た
大
和
綿
作
農
村
で
は
、
そ
れ

を
軸
と
し
た
農
村
局
地
市
場
が
展
開
せ
ず
、
産
綿
販
売
に
お
け
る
都
市
商
人
の
支
配
力
を
強
か
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、

そ
れ
ら
の
背
景
の
も
と
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
国
訴
に
お
い
て
経
過
の
と
こ
ろ
で
の
べ
た
よ
う
に
、
十
三
郡
惣
代
に
よ
る

奈
良
奉
行
へ
の
訴
願
と
同
時
に
、
御
料
私
領
支
配
切
、
郡
切
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
に
対
し
て
も
要
求
を
申
出
て
い
る
。
そ
し
て
各
領

主
、
代
官
か
ら
奈
良
奉
行
へ
交
渉
し
て
く
れ
る
よ
う
願
出
し
て
い
る
が
、
史
料
の
な
か
か
ら
は
各
領
主
が
村
人
の
要
求
を
積
極
的
に

支
持
し
て
、
奉
行
所
に
あ
た
っ
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
場
合
、
各
骸
主
が
ど
れ
ぼ
ど
の
力
と
役
割
を
も

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
二
七
　
（
六
四
九
）

巾……
冊

眈



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
（
六
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

つ
も
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
国
訴
の
敗
北
　
　
繰
屋
中
買
仲
問
の
存
続
は
、
大
和
の
綿
作
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
つ
ぎ
に
み
て
ゆ
き

た
い
・
さ
き
に
も
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
安
永
二
年
六
月
の
株
仲
問
成
立
に
よ
っ
て
同
年
秋
（
の
産
綿
販
売
期
）
よ
り
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
事
情
が
あ
ら
わ
れ
た
。

　
○
株
商
人
共
汐
差
障
り
之
儀
二
而
も
申
立
候
哉
例
年
他
国
方
入
込
侯
綿
商
人
共
和
州
へ
入
込
不
申
注
文
茂
不
申
越
不
残
河
州
へ
、
入
込
専
綿
買
込
当
国

　
　
ヘ
ハ
一
向
入
込
不
申
株
商
人
斗
二
而
申
合
せ
綿
直
段
不
引
下
ケ
候
而
ハ
買
不
申
ゆ
へ
綿
売
捌
不
申
候

　
○
当
国
二
而
綿
商
内
仕
侯
老
も
無
札
｛
而
ハ
商
売
相
成
か
た
く
存
侯
哉
商
売
相
止
メ
侯
老
も
有
之
又
ハ
河
州
江
入
込
綿
買
取
侯
者
有
之
趣
承
知
仕
侯

　
　
此
義
専
右
株
相
定
侯
故
之
義
と
奉
存
候

　
○
株
仲
間
と
相
見
へ
今
井
田
原
本
丹
波
市
杯
之
綿
買
入
方
外
ニ
ハ
一
切
買
人
不
罷
越
銀
入
用
手
詰
二
付
無
詮
方
下
直
二
売
払
過
分
損
毛
い
た
し
難
儀

　
　
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
○
諸
国
綿
商
人
一
向
不
来
依
之
御
年
貢
綿
売
払
ハ
勿
論
諸
事
取
引
差
支
難
渋
至
極
二
御
座
侯

株
仲
問
成
立
後
・
他
国
綿
商
人
が
大
和
に
入
込
ま
ず
、
そ
れ
ら
は
多
く
河
内
に
入
り
、
ま
た
大
和
国
内
の
在
村
の
非
専
業
的
綿
商
人

も
商
内
を
や
め
ざ
る
を
え
な
く
な
、
り
、
産
綿
の
販
路
が
株
商
人
の
み
に
独
占
さ
れ
、
農
民
は
低
い
価
格
で
売
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
事
情
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
右
の
事
情
に
よ
る
綿
値
段
の
下
落
に
つ
い
て
は
、
「
是
迄
当
国
／
河
州
直
段
全
体
下
直
当
国
高
直
」
で
あ
つ
た
が
、
株
伸
問
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
永
二
年
）
　
（
安
永
三
年
）

た
の
ち
の
安
永
二
・
三
年
に
は
・
次
表
の
ご
と
く
、
河
州
よ
り
安
値
に
な
っ
て
い
る
。
「
既
二
去
六
己
年
、
去
午
年
両
年
共
諸
国
綿
買
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

当
国
江
入
込
不
申
侯
故
歎
河
州
と
当
国
と
ハ
実
綿
百
斤
二
付
二
、
三
十
目
も
和
州
ハ
下
直
二
而
百
姓
相
嘆
キ
侯
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
綿
価
の
下
落
は
綿
作
農
民
に
打
撃
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
綿
作
付
面
積
の
減
少
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
　
「
所
詮



表較比価綿内河
■

和大

年３永安年２永安

肺 斤

ｏ
ｏ
匁

糾
３
５

系
１
■実斤

ｏ
ｏ
匁

糾
４
５

系
１
↓実

安内河

　
匁

上
則

同
い

　
ｕ

　
匁

上
醐

同
〇
一

　
１
２

高和大

作
綿
不
相
成
旨
申
百
姓
多
分
二
付
、
当
午
年
木
綿
仕
附
之
時
節
二
も
前
六
！
作
綿
仕
附
反
別
之
分
相
違
仕
問

敷
旨
村
役
人
！
末
六
百
姓
へ
申
渡
侯
得
共
、
自
然
と
木
綿
反
別
相
減
其
分
稲
作
二
相
成
当
午
雨
繁
侯
へ
共
用

水
不
行
届
手
入
等
茂
不
相
成
御
領
知
御
損
毛
二
御
座
侯
」
と
稲
作
へ
転
換
す
る
に
い
た
る
事
情
を
の
べ
て
い

（
２
３
）る

。
そ
し
て
綿
作
よ
り
稲
作
へ
の
転
換
も
、
大
和
は
も
と
も
と
水
不
足
の
土
地
柄
で
あ
る
の
で
、
結
局
は
農

村
の
損
亡
を
ま
ね
く
と
い
う
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
当
国
之
儀
ハ
畑
地
江
ハ
専
綿
作
仕
附

申
侯
、
田
地
之
方
ハ
稲
作
綿
作
几
五
歩
通
リ
ツ
ツ
仕
附
今
年
綿
作
仕
附
脈
田
地
江
ハ
翌
年
稲
作
仕
附
侯
儀
二

御
座
脈
、
毎
歳
稲
作
斗
仕
附
侯
而
ハ
地
面
疲
稲
作
出
来
劣
リ
侯
故
綿
稲
隔
年
二
仕
附
来
リ
侯
処
、
繰
屋
仲
買

株
相
立
綿
売
払
手
挾
ク
売
捌
兼
侯
様
相
成
侯
而
ハ
自
然
与
稲
作
多
ク
仕
附
侯
様
二
相
成
侯
、
左
候
得
ハ
水
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

自
由
之
土
地
柄
故
年
六
稲
作
早
損
多
ク
年
貢
収
納
差
支
申
侯
」
。
株
仲
問
成
立
↓
他
因
商
人
入
り
込
ま
ず
↓

産
綿
不
捌
↓
木
綿
作
減
少
↓
稲
作
へ
の
転
換
↓
水
不
足
↓
不
毛
附
↓
損
毛
年
貢
不
納
と
い
う
筋
み
ち
を
た
て
て
、
株
仲
問
絶
株
を
要

求
す
る
の
で
あ
る
が
、
安
永
二
年
以
後
、
現
実
に
そ
う
し
た
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
右
の
史
料
は
し
め
し
て
い
る
・

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
変
化
は
か
な
ら
ず
し
も
急
激
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
国
訴
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
株
仲
問
商

人
に
産
綿
販
売
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
ま
た
前
章
で
の
べ
た
肥
料
価
格
と
も
関
連
し
、
他
の
諾
要
因
と
も
あ
わ
せ
て
、
大
和
の
綿
作
が

衰
退
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
国
訴
の
敗
北
が
、
そ
の
後
の
大
和
の
農
業
構
造
の
う
え
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。
商
業
的
農
業
と
し
て
の
綿
作
が
衰
退
し
、
そ
れ
が
稲
作
へ
転
換
す
る
．
こ
と
は
、
商
品
生
産
を
一
歩
後
退
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

こ
と
に
な
り
　
そ
の
こ
と
カ
ま
た
大
和
の
地
主
制
の
展
開
に
関
連
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
か
ら
こ
の
国
訴
の
も
つ
意
義
は

重
大
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
（
六
五
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）

三
〇
（
六
五
二
）

〔
註
〕

（
１
）
　
拙
稿
、
　
「
近
世
大
和
に
お
け
る
綿
作
に
つ
い
て
ー
畿
内
綿
作
に
お
げ
る
そ
の
地
位
１
」
、
ヒ
ス
ト
リ
ァ
、
十
一
号
（
昭
和
三
〇
年
二
月
）

（
２
）
　
大
方
氏
所
蔵
文
書
。

（
３
）
右
同
。

（
４
）
右
同
。

（
５
）
　
安
永
四
年
十
一
月
五
目
「
大
和
十
三
郡
惣
百
姓
口
上
書
」
　
（
大
方
氏
所
蔵
文
書
）

（
６
）
右
同
。

（
７
）
　
大
方
氏
所
蔵
文
書
よ
り
作
製
。

（
８
）
　
安
永
二
年
六
月
十
目
文
書
（
大
方
氏
所
蔵
文
書
）

（
９
）
　
享
保
九
年
、
広
瀬
郡
川
合
村
諸
色
明
細
帳
（
保
井
文
書
）

（
１
０
）
　
保
井
文
書
。

（
ｕ
）
　
安
永
四
年
十
一
月
十
五
目
付
文
書
（
大
方
氏
所
蔵
文
書
）

（
１
２
）
　
大
方
氏
所
蔵
文
書
。

（
１
３
）
　
綿
買
次
間
屋
に
つ
い
て
は
、
中
村
信
二
、
　
「
大
和
国
江
戸
注
文
繰
綿
買
次
間
屋
仲
問
に
つ
い
て
」
（
「
近
世
史
研
究
」
十
七
号
、
昭
和
三
十
一

　
年
九
月
）
を
参
照
。

（
１
４
）
　
こ
の
株
伸
問
設
立
に
い
た
る
ま
で
す
で
に
っ
ぎ
の
よ
う
な
う
ご
ぎ
が
あ
っ
た
（
い
ず
れ
も
保
井
文
書
に
ょ
る
）
。

　
ｃ
Ｄ
　
元
禄
年
中
綿
屋
共
新
規
組
合
の
儀
願
出
た
が
不
許
可
。

　
＠
　
宝
暦
四
年
、
奈
良
町
に
お
い
て
綿
間
屋
株
願
出
。

　
働
　
宝
暦
六
年
当
国
綿
買
次
間
屋
十
七
人
よ
り
綿
歩
引
込
目
の
こ
と
な
ら
び
に
人
数
定
の
こ
と
を
願
い
出
た
が
不
許
可
。

　
↑
り
　
宝
暦
七
年
木
綿
会
所
の
願
出
あ
り
。

、



　
）

　
価

（
１
５
）

（
１
６
）

明
和
四
年
綿
間
屋
宇
右
衛
門
外
綿
間
屋
十
三
人
共
申
合
せ
「
和
州
綿
会
所
」
の
設
立
を
願
出
。

以
下
の
諸
史
料
は
、
保
井
文
書
、
大
方
氏
所
蔵
文
書
に
よ
る
。
繁
雑
に
な
る
の
で
特
別
の
場
合
の
ほ
か
記
さ
な
い

村井百五
表

郡
付

群
作

平
綿

年
木

ｕ
田

禄元

積
歩
２
３
２
４
０
８
％
０
５
０
８
１
６
２
８
２
２
比
２
０
２
０
２
３
１
０
０
０
０
５
０
０

歩
５

！
１
０

面
畝
４
「
軌
　
－
川
　
エ
　
エ
　
４
　
ふ
　
ｎ
ｗ
７
Ｈ
　
■
　
４
　
４
　
ふ
　
２
川
９
…
　
１
川
１
｝

畝
８
一

付

反
１
．

作
反
７
ｈ
臥
　
軌
　
Ｚ
　
１
州
１
“
１
川
－
川
Ｏ
ｗ
Ｏ
ｗ
Ｏ
ｗ
ぴ
　
Ｏ
ｗ
ぴ
　
ぴ
　
ひ
　
Ｏ
…

町
３
一

８
、

号

）

）

）

屋

寄

寄

付

番

庄

年

年

計

作

名

（

（

（

磧
千

人

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
０
ｕ
１
２
１
３
１
４
１
５
１
６
１
７

田

１

－
］

■
■
…

指
り

毛
よ

立
に

村
）

百
書

五
文

年
井

ｕ
保

禄
Ｈ

元
帳
成

「
出
作

（
１
７
）
　
前
掲
、
拙
稿
。

（
１
８
）
　
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
げ
る
都
市
商
人
－
奈
良
晒
布
青
苧
中
買
に
。
つ
い
て
１
」
、
立
命
館
経
済
学
、
七
ノ
五
。

（
１
９
）
　
宇
右
衛
門
は
惣
百
姓
側
の
国
訴
に
対
抗
し
て
、
安
永
四
年
十
二
月
八
目
京
都
に
籠
訴
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
風
聞
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
（
安
永
四
、
十
二
、
五
付
文
書
－
大
方
氏
所
蔵
文
書
）

（
２
０
）
　
こ
の
点
に
っ
い
て
、
安
岡
重
明
「
目
本
封
建
経
済
政
策
史
論
」
　
（
昭
和
三
十
四
年
）
で
は
、
天
領
、
諸
藩
領
、
旗
本
領
な
ど
入
り
組
ん
だ
支

　
配
が
か
さ
な
っ
て
い
る
「
非
領
国
」
的
畿
内
で
は
、
諸
藩
領
に
お
げ
る
封
建
支
配
の
一
括
性
と
一
貫
性
が
な
く
、
ま
た
裁
判
権
に
お
い
て
も
諸
藩

　
領
の
独
自
性
が
う
す
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
１
）
　
い
ず
れ
も
大
方
氏
所
蔵
文
書
よ
り
。

（
２
２
）
　
安
永
四
、
三
、
十
二
目
の
文
書
、
大
方
民
所
蔵
文
書
。
表
も
大
方
氏
文
書
よ
り
作
成
。

（
２
３
）
　
安
永
三
、
七
、
十
二
日
付
清
水
領
知
村
々
惣
代
よ
り
奉
行
所
あ
て
願
上
書
、
保
井
文
書
。

（
２
４
）
　
安
永
四
、
十
一
、
十
九
目
付
国
中
惣
代
よ
り
御
番
所
あ
て
返
答
書
、
大
方
氏
所
蔵
文
書
。

（
２
５
）
　
前
掲
、
拙
稿
。

　
　
犬
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
六
五
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）

三
二
　
（
六
五
四
）

　
綿
方
国
訴
よ
り
す
こ
し
お
く
れ
て
、
安
永
十
年
（
天
明
元
年
、
一
七
八
一
）
に
、
油
方
一
件
の
国
訴
が
お
こ
っ
た
。

　
大
和
で
絞
油
屋
株
仲
間
が
成
立
し
た
の
は
、
さ
き
の
繰
屋
中
買
株
仲
問
の
公
許
と
同
じ
く
安
永
二
年
で
あ
る
っ
す
な
わ
ち
安
永
二

年
七
月
「
山
城
、
大
和
、
近
江
、
丹
波
四
ケ
国
在
町
菜
種
綿
実
絞
油
之
儀
者
京
都
入
用
第
一
之
傭
二
相
心
得
」
と
し
て
、
京
都
二
条

東
番
所
に
国
中
油
屋
が
召
さ
れ
、
冥
加
金
を
お
さ
め
る
こ
と
と
し
て
、
人
力
株
二
〇
八
軒
、
水
車
株
七
二
軒
の
株
仲
問
の
結
成
を
公

　
　
　
（
１
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

認
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
幕
府
は
寛
保
年
問
以
降
、
江
戸
、
大
阪
、
京
都
な
ど
の
燈
油
確
保
の
た
め
、
大
阪
以
外
．
の
各
国
六
の
手

作
手
絞
以
外
の
絞
油
稼
を
禁
じ
、
大
阪
に
お
け
る
両
種
物
間
屋
、
両
絞
油
屋
に
よ
る
独
占
的
体
制
の
強
化
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
や

が
て
大
阪
周
辺
の
と
く
に
摂
津
灘
目
の
在
方
絞
油
業
の
発
展
に
よ
っ
て
幕
府
は
従
来
の
燈
油
統
制
政
策
を
転
換
し
、
明
和
七
年
、
灘

目
、
摂
津
、
河
内
、
和
泉
の
絞
油
屋
を
公
認
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
さ
き
の
四
ヶ
国
の
絞
油
業
者
に
た
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
、
そ
の
稼
業
を
公
認
す
る
と
と
も
に
封
建
的
統
制
の
な
か
に
組
み
い
れ
た
の
で
あ
る
。

大
和
の
絞
油
屋
仲
問
の
「
定
一
は
六
項
呈
星
っ
て
い
る
が
・
以
下
に
関
係
す
る
の
は
当
面
つ
ぎ
の
二
項
で
あ
箏

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
一
　
菜
種
買
入
之
節
五
月
参
会
之
上
最
寄
之
相
場
を
得
と
聞
合
其
上
随
分
出
精
之
相
場
申
合
買
入
可
致
侯
、
然
ル
上
者
右
相
場
を
相
離
連
重
頭
買

　
　
　
入
致
間
敷
候
勿
論
中
買
杯
二
決
而
同
伴
不
可
致
侯
若
古
種
無
買
入
新
種
を
待
早
ク
買
入
致
度
仁
二
者
古
種
有
合
侯
方
汐
世
話
い
た
し
少
茂
狡
二

　
　
　
無
高
下
様
可
致
事

　
　
一
、
小
売
油
並
立
売
油
粕
等
諸
場
聞
合
年
行
司
方
時
ミ
切
紙
配
候
通
リ
少
茂
高
下
之
売
方
致
間
敷
候
尤
延
油
等
二
而
も
右
切
紙
二
准
し
格
別
不
都

　
　
合
之
応
対
致
問
敷
事

こ
れ
は
菜
種
買
入
お
よ
び
買
入
相
場
に
関
す
る
こ
と
お
よ
び
油
小
売
に
関
す
る
定
め
で
あ
る
。
こ
の
二
項
を
検
討
す
る
と
菜
種
作
農

ヴ



民
に
関
係
す
る
の
は
、
新
ら
た
に
成
立
し
た
絞
油
屋
仲
間
に
麦
菜
種
買
入
価
格
に
二
て
の
考
で
雲
・
明
和
七
年
の
触
書
で
・

摂
河
泉
の
絞
油
屋
株
を
み
と
め
た
さ
い
、
彼
ら
の
買
い
あ
つ
め
る
絞
草
の
う
ち
綿
実
は
五
畿
内
限
、
蕃
に
つ
い
て
は
一
震
の
買

入
を
指
定
し
た
。
大
阪
の
油
屋
は
大
阪
廻
着
の
菜
種
は
差
ろ
ん
、
五
畿
内
い
ず
れ
の
国
で
直
買
し
て
圭
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
（
が
）
。

し
た
が
つ
て
大
和
の
農
民
側
吉
い
え
ば
手
作
手
絞
の
ほ
か
の
菜
種
販
売
に
つ
い
て
は
、
大
阪
種
物
・
油
間
屋
に
し
か
販
売
出
菱

か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
記
の
ご
と
く
安
永
二
年
に
大
和
の
絞
油
屋
禁
成
立
し
た
。
こ
の
仲
問
規
約
に
は
明
記
さ
れ
て

い
き
が
、
大
和
の
絞
油
屋
は
原
料
種
草
を
大
和
一
国
限
で
買
入
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
を
の
で
あ
ろ
う
・
ま
た
こ
の
株
仲
問
成

立
に
よ
つ
て
も
、
絞
草
中
買
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
も
の
で
は
き
よ
う
で
あ
る
。
だ
言
菜
種
作
農
民
は
・
直
接
差
は
中
買
を

と
書
て
大
和
の
絞
油
屋
ま
た
大
阪
間
屋
に
売
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
の
で
、
株
成
立
隻
っ
て
直
ち
に
彼
ら
に
蕃
買
入

を
独
占
さ
れ
た
わ
け
で
寒
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
前
章
の
綿
畜
訴
の
ご
と
く
株
仲
問
反
対
の
闘
争
が
こ
の
安
永
二
年
に
発
生

し
象
つ
た
理
由
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
反
対
闘
争
が
き
差
か
一
た
奮
；
の
理
由
は
・
絞
油
統

制
に
お
け
る
幕
府
の
直
接
か
つ
強
力
な
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
と
い
え
よ
う
・

し
か
し
こ
の
定
書
に
婁
る
考
に
、
絞
油
屋
仲
間
は
絞
草
の
買
入
相
場
を
協
定
し
て
曾
、
低
価
格
で
の
買
入
に
つ
と
め
る
で

あ
ろ
う
し
、
や
が
て
は
絞
油
屋
と
菜
種
作
螢
の
問
に
対
立
を
生
む
に
至
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
豪
で
・
麓
立
八

年
後
の
安
永
十
年
四
月
、
油
方
一
件
国
訴
が
発
生
し
た
。
以
下
具
体
的
に
こ
の
国
訴
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
よ
行
～

安
永
十
年
四
月
二
古
、
大
和
郡
六
百
姓
総
代
は
南
都
奉
行
所
一
、
当
国
油
巽
が
近
年
株
仲
間
を
立
て
た
の
で
百
姓
方
差
支
え
・

菜
種
売
捌
に
差
支
え
る
の
で
、
訴
願
の
た
め
上
洛
し
た
い
と
中
し
出
た
。
南
都
奉
行
所
は
出
訴
の
理
寒
た
し
か
め
承
認
を
与
え
た

の
で
、
惣
代
ら
は
四
月
二
十
四
目
吉
上
京
し
、
つ
ぎ
の
内
容
の
五
月
九
日
付
の
書
付
を
京
都
奉
行
所
に
差
出
し
ち
四
油
屋
仲
間

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
六
五
五
）

●



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
六
五
六
）

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）

に
吉
奪
の
油
小
売
が
差
止
め
完
、
特
に
十
市
郡
は
き
び
し
い
が
、
そ
の
た
め
小
分
あ
て
買
求
め
る
貧
窮
の
茎
は
非
常
に
不

便
し
て
い
る
６
油
株
売
買
を
郡
切
に
し
て
い
る
が
、
他
郡
株
外
入
違
を
自
由
に
し
て
ほ
し
い
。
言
す
註
絞
油
墓
多
で
き
粕

辛
直
隻
る
・
暴
種
売
捌
に
つ
い
て
油
屋
の
僚
か
一
は
売
れ
き
の
で
は
困
る
。
先
規
の
通
り
手
広
に
売
買
で
き
る
考
し
て

ほ
し
い
・
こ
の
願
意
に
た
い
し
て
「
油
方
之
警
是
迄
警
御
取
・
義
震
御
儀
一
何
角
と
申
出
候
者
心
得
違
之
旨
被
仰
聞
猶
又

外
一
趣
意
嘉
事
哉
一
と
尋
ね
完
た
の
で
・
同
年
吾
十
晋
第
二
回
目
の
口
上
書
を
差
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
さ
き
の
口
上
．

書
と
同
じ
く
・
無
株
人
の
油
小
売
差
落
よ
る
油
小
買
の
不
便
倍
加
と
ぢ
こ
と
を
訴
え
て
い
る
が
、
力
点
は
菜
麓
売
に
つ
い
て

の
要
求
で
あ
る
・
す
姦
ち
安
永
二
蛋
油
屋
株
成
立
後
、
「
菜
種
之
直
撃
申
合
一
蓋
の
善
悪
に
か
か
室
ず
「
勝
手
二
相
場

を
相
立
買
穫
様
仕
一
り
・
少
し
で
も
高
値
賃
取
る
油
屋
が
荒
ば
仲
ヶ
問
吉
差
留
め
て
買
わ
き
考
に
さ
せ
る
奮
、
仲

間
内
の
協
定
隻
一
て
菜
種
買
入
価
格
の
引
下
げ
を
計
一
た
。
し
か
し
、
・
・
「
和
州
肥
異
一
肥
代
二
相
渡
一
す
こ
と
、
四
「
中
買

等
一
高
二
而
売
捌
一
く
こ
と
８
「
菜
種
を
見
込
一
而
借
受
取
組
候
銀
主
江
相
渡
一
す
こ
と
奮
は
自
由
隻
こ
奪
れ
て
い

た
・
と
こ
ろ
が
当
安
永
十
年
春
い
ら
い
・
油
巽
が
菜
種
買
入
の
独
占
強
化
の
た
霜
願
つ
た
た
め
か
、
国
中
の
肥
商
人
は
差
ろ

ん
・
「
玄
一
而
嘉
緊
持
仕
侯
者
共
一
が
南
都
奉
行
所
暑
出
さ
落
味
荒
た
、
そ
れ
で
株
札
所
持
責
外
の
肥
商
人
そ
の

ほ
か
菜
種
を
担
港
と
る
銀
麦
三
切
菜
種
毒
扱
わ
ず
、
も
と
も
と
「
和
州
之
儀
通
船
無
之
国
柄
二
而
大
坂
表
江
売
捌
二
者
菜

種
一
石
一
付
八
九
多
所
羊
三
四
篭
運
送
相
掛
リ
獲
一
付
外
並
相
場
善
五
麦
之
直
下
一
で
売
捌
か
ね
ば
奮
ぬ
状
態
で

あ
一
た
の
で
二
層
販
路
手
挾
に
昏
・
国
中
の
百
竺
統
困
窮
し
て
い
る
。
そ
し
て
買
占
め
強
化
の
た
め
油
屋
仲
ヶ
間
は
譲
株
が

弩
て
森
ケ
間
内
で
譲
渡
し
・
そ
の
た
め
絞
油
屋
数
は
減
少
し
、
少
数
の
油
屋
で
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
和
州
之
儀
一
他

国
引
合
不
勝
手
之
国
一
で
あ
る
の
で
・
「
摂
河
泉
同
様
一
不
被
為
思
召
、
昨
年
迄
通
菜
種
売
買
一
油
屋
株
人
二
不
限
肥
屋
中
買
等
江

ｒ



手
広
取
引
椙
成
侯
」
よ
う
に
さ
れ
た
い
と
い
う
の
、
が
お
も
な
願
意
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
訴
え
に
た
い
し
て
京
都
奉
行
所
は
油
屋
惣
代
を
呼
び
出
し
、
そ
の
言
い
分
を
聴
取
し
た
。
油
屋
の
主
張
は
、
の
無
株
で
も
少

、
宛
の
油
小
売
は
油
屋
に
は
差
支
え
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
油
小
売
を
差
留
め
た
こ
と
は
な
い
。
十
市
郡
の
場
合
は
油
小
売
を
専
業

と
す
る
も
の
が
あ
り
油
屋
の
差
支
え
に
な
っ
た
の
で
三
年
以
前
に
差
留
を
願
っ
て
許
可
さ
れ
た
。
四
菜
種
を
肥
代
な
ら
び
に
銀
子
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
◎
　
Ｏ

り
入
れ
の
引
当
に
す
る
こ
と
は
、
前
者
は
「
郡
中
限
之
儀
」
で
あ
る
か
ら
、
強
い
て
油
屋
の
差
支
え
に
た
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ

ま
た
差
留
め
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
後
者
の
名
目
で
買
占
め
同
様
の
致
し
方
に
な
っ
て
は
困
る
。
南
都
奉
行
所
吟
味
云
六
の
こ
と
は

わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
。
ゆ
譲
株
を
仲
ヶ
問
中
へ
買
取
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
油
屋
の
差
出
し
書
に
た
い
し
て
百
姓
惣
代
は
閨
五
月
四
日
、
三
度
目
の
書
付
を
出
し
た
。
そ
こ
で
の
争
点
は
、
「
郡
中
限
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
油
屋
は
「
百
姓
方
！
菜
種
売
捌
之
義
肥
屋
井
銀
主
方
へ
相
渡
侯
儀
ハ
郡
中
限
之
儀
」
で
あ
る
か

ら
差
支
え
な
い
と
い
つ
て
い
る
が
、
「
肥
屋
井
銀
主
取
引
其
外
売
買
」
は
決
し
て
郡
中
限
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
帥
和
脚
」
勝

手
次
第
手
広
に
売
買
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
「
国
限
」
と
訂
正
し
て
了
解
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
油
屋
株
人
に
限
ら
ず
い
ず
れ
な

り
と
も
国
中
限
自
由
に
販
売
し
う
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
結
局
、
天
明
元
年
六
月
十
六
目
、
「
和
州
郡
六
百
姓
惣
代
」
　
「
同
口
入
中
買
肥
屋
共
」
　
「
油
屋
惣
代
共
」
の
三
者
に
た

い
し
て
、
つ
ぎ
の
五
ヶ
条
の
申
渡
（
要
点
）
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

０
Ｄ
油
屋
吉
買
入
れ
て
油
小
売
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
が
、
油
稼
仲
間
の
差
支
え
に
な
る
よ
う
隼
広
の
商
売
を
し
て
か
い
げ
な
い
・

＠
譲
株
が
他
郡
株
外
の
も
の
へ
移
る
の
は
い
げ
な
い
。
「
郡
切
取
〆
之
儀
一
に
つ
い
て
は
百
姓
共
の
彼
是
い
嘉
Ａ
口
で
は
な
、

働
「
肥
代
奮
中
二
而
中
買
江
売
渡
共
外
銀
子
借
リ
入
侯
引
当
与
し
て
銀
主
相
渡
候
儀
等
是
迄
仕
来
侯
通
相
心
得
無
差
支
様
い
た
し
渡
世
可
致
候
一

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
（
六
五
七
）

…
ｕ肝



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
六
五
八
）

　
Ｇ
０
　
南
都
表
へ
呼
び
出
さ
れ
た
件
に
っ
い
て
は
、
こ
の
た
び
の
趣
を
奈
良
奉
行
に
申
遣
す
。

　
働
　
　
「
肥
屋
井
菜
種
中
買
其
外
銀
主
共
菜
種
買
〆
等
不
致
売
買
之
儀
ハ
前
カ
方
度
カ
相
触
置
侯
趣
相
守
不
正
之
義
無
之
様
寄
友
可
申
合
候
」

こ
の
申
渡
は
絞
油
屋
株
仲
問
の
権
利
を
擁
護
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
現
状
維
持
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
株
仲
問
外
に
専
業

的
菜
種
商
人
が
成
長
す
る
の
を
警
戒
し
て
い
る
が
、
百
姓
方
の
要
求
で
あ
る
肥
代
な
ら
び
に
銀
主
及
び
中
買
へ
「
国
中
限
」
に
販
売

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
在
来
ど
お
り
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
の
点
で
農
民
側
の
一
応
満
足
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

国
訴
が
極
め
て
短
期
問
に
終
結
を
み
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
第
三
章
で
も
い
っ
た
よ
う
に
、
近
世
農
村
に
お
け
る
肥
料
商
人
は
お
お
く
村
内
で
の
大
高
持
層
村
役
人
層
で
あ
る
。
綿
の
場
合
の

在
郷
の
綿
繰
屋
中
買
商
人
は
同
じ
兼
業
商
人
と
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
中
農
層
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
ま
え
に
の
べ
た
肥
代
と
し
て
、

ま
た
菜
種
を
担
保
と
し
て
貸
金
す
る
銀
主
は
そ
う
し
た
上
層
農
民
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
絞
油
屋
株
人
以
外
へ
の

菜
種
販
売
の
自
由
（
国
中
限
で
あ
る
と
は
い
え
）
は
、
菜
種
農
民
の
要
求
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
肥
屋
、
中
買
、
銀
主
ら
の
要

求
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
大
阪
種
物
間
屋
、
油
間
屋
へ
の
大
和
の
菜
種
販
売
は
輸
送
費
の
関
係
で
摂
一
河
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

に
く
ら
べ
て
石
に
づ
き
、
八
、
九
匁
よ
り
十
三
、
四
匁
も
下
値
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
綿
の
ば
あ
い
と
も
共
通
す

る
条
件
で
あ
る
が
、
菜
種
の
ば
あ
い
は
幕
府
の
種
物
、
燈
油
統
制
か
ら
、
大
阪
の
油
、
種
物
間
屋
し
か
大
和
に
入
り
込
め
な
い
の
で
、

綿
の
ご
と
く
、
諸
国
商
人
が
買
集
め
に
入
和
し
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
右
の
よ
う
な
価
格
差
は
と
ぐ
に
大
き
く
あ
ら
わ
｛
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
・
そ
れ
で
絞
油
株
成
立
の
と
き
も
、
手
作
手
絞
の
ほ
か
菜
種
買
集
め
を
許
さ
な
い
と
い
う
方
針
に
拘
ら
ず
、
肥

屋
・
銀
主
の
菜
種
取
扱
い
を
大
和
で
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
天
明
元
年
の
こ
の
国
訴
に
お
い
て

農
昂
側
の
要
求
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
他
面
か
ら
い
え
ば
、
大
阪
油
種
物
間
屋
の
菜
種
買
入
を
確
保
す
る



た
め
の
、
大
阪
間
屋
資
本
擁
護
の
政
策
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、
大
和
絞
油
屋
資
本
は
、
な
お
こ
の
期
に
お

い
て
は
、
大
阪
油
問
屋
の
勢
力
を
排
除
す
る
ほ
ど
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
肥
屋
、
中
買
、
銀
主
の
菜
種
取
扱
を
み
と
め
る
こ
と
は
や
が
て
彼
ら
が
株
外
の
菜
種
商
人
と
し
て
ま
た
絞
油
屋
と
し
て

成
長
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
国
訴
以
後
も
絞
草
を
め
ぐ
っ
て
、
絞
油
屋
仲
ヶ
問
と
百
姓
と
の
争
い
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
葛
下
郡
各
村
六
百
姓
惣
代
と
油
屋
の
争
い
が
あ
り
、
文
政
二
年
（
一
八
一

九
）
に
は
、
油
屋
株
仲
問
よ
り
「
近
来
郡
中
仲
ケ
間
之
外
無
株
素
人
之
者
勝
手
儘
二
近
在
村
人
百
姓
方
！
菜
種
買
集
メ
専
ラ
他
所
へ

売
捌
一
く
の
て
、
仲
ケ
問
渡
世
の
差
支
え
に
奮
か
ら
旧
来
の
ご
と
く
彼
ら
の
菜
種
取
扱
を
禁
止
さ
れ
た
い
と
願
出
し
て
い
的
さ

き
に
も
ふ
れ
た
大
阪
中
心
の
絞
油
統
制
か
ら
地
方
絞
油
業
の
発
達
を
容
認
奨
励
す
る
政
策
に
転
換
し
た
慕
府
の
天
保
三
年
（
一
八
三

二
）
の
油
仕
法
改
正
に
よ
り
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
山
城
、
大
和
、
近
江
、
丹
波
で
は
絞
油
屋
新
株
を
み
と
め
る
と
共
饒
パ
大

和
の
絞
草
売
捌
に
つ
い
て
も
旧
来
と
ち
が
っ
て
大
阪
、
摂
河
泉
播
の
油
屋
な
ら
び
に
大
阪
、
堺
、
丘
ハ
庫
両
種
物
問
屋
に
勝
手
次
第
売

　
　
　
　
　
　
　
　
一
ｕ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
２
一

捌
い
て
よ
い
と
さ
れ
た
。
大
和
の
絞
油
業
は
天
保
株
解
放
後
、
明
治
十
年
代
ま
で
が
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
国
訴
に
よ
っ
て
、
一
国
限
り
と
は
い
え
、
一
応
の
菜
種
販
売
の
自
由
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
り
、
天
明
以
後
も
大
和
の
菜
種
作
は
発

展
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
点
、
安
永
二
年
い
ら
い
の
国
訴
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
産
綿
の
自
由
な
売
捌
を
と
ざ
さ

れ
た
大
和
の
綿
作
が
前
章
に
み
た
よ
う
に
衰
退
す
る
の
に
反
し
て
菜
種
作
は
こ
と
な
っ
た
姿
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
・

　
□
註
〕

　
（
１
）
　
保
井
文
書
、
ま
た
小
野
恵
美
男
「
大
和
に
お
げ
る
近
世
絞
油
業
の
発
達
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
、
十
二
号
、
昭
和
三
十
年
五
月
。

　
（
２
）
　
小
野
、
前
掲
論
文
。

　
（
３
）
　
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
一
七
六
－
一
七
七
頁
、

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
六
五
九
）

　
＾

　
一
宣

・
一

　
榊

　
ｗ

　
１

　
中

　
｛

　
…

　
｝

　
…

　
一

　
巾

　
」

　
…

　
…

　
－

　
ｗ

　
一

　
□

　
－

市冊｝
…

…一Ｌ
－

…一
…

…
…

巾

－



（
４
）

（
５
）

（
６
）

　
書
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
六
六
〇
）

「
御
触
書
天
明
集
成
」
八
六
八
－
八
六
九
頁
。

以
下
の
史
料
は
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
一
七
三
－
一
九
九
頁
所
収
文
書
に
よ
る
。

な
お
っ
ぎ
の
例
を
あ
げ
て
お
く
。
天
保
十
三
年
の
平
群
郡
東
安
堵
村
の
諸
商
職
人
の
う
ち
種
粕
屋
二
軒
は
庄
屋
及
び
年
寄
で
あ
る
（
保
井
文

天
明
元
年
五
月
十
五
目
「
乍
恐
御
歎
奉
申
上
口
上
書
」
、
　
「
大
和
古
瀬
村
近
世
文
書
」
一
八
四
－
一

小
野
、
前
掲
論
文
。

文
政
二
年
十
月
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」
、
保
井
文
書
、

「
御
触
書
天
保
集
成
」
下
、
六
六
九
－
六
七
五
頁
。

右
同
書
、
六
七
六
頁
。

小
野
、
前
掲
論
文
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
小
野
前
掲
論
文
参
照
。

八
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
さ
て
最
後
に
、
大
和
の
国
訴
と
し
て
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
「
大
和
国
惣
百
姓
」
の
「
願
上
口
上
書
」
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

は
じ
め
に
い
っ
よ
う
に
、
こ
の
「
口
上
書
」
を
国
訴
関
係
の
史
料
と
考
え
る
の
に
は
疑
間
が
あ
る
が
、
一
応
ず
っ
と
の
べ
て
来
た
こ

と
に
関
連
し
、
幕
末
に
お
け
る
大
和
の
経
済
構
造
に
つ
い
て
の
間
題
点
が
で
て
い
る
と
お
も
う
の
で
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

す
。
こ
し
長
い
が
全
文
を
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
国
惣
百
姓

　
　
天
下
太
平
之
御
恩
徳
仰
も
中
六
余
リ
有
申
昨
。
恐
多
キ
御
事
二
候
得
共
併
当
時
百
姓
一
統
困
窮
仕
侯
次
第
不
奉
申
上
も
無
本
意
之
事
二
存
侯
得
ハ

　
　
不
顧
恐
茂
一
書
二
仕
奉
備
御
高
覧
俗



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
く
い
）

一
、
御
料
二
割
半
御
増
高
以
来
百
姓
次
第
二
相
弱
申
侯
。
尤
大
和
国
ハ
土
味
能
之
上
田
地
書
盤
之
如
ぎ
土
地
二
侯
得
老
荒
秣
場
無
数
御
年
貢
高
成
□

細
二
而
百
姓
之
徳
地
無
数
御
増
高
以
来
百
姓
格
別
弱
申
侯
而
今
年
御
年
貢
直
段
上
米
三
匁
高
二
被
為
仰
付
困
窮
之
百
姓
途
方
二
暮
罷
在
昨
事

　
　
　
　
　
　
（
典
く
い
）
　
　
　
（
虫
く
い
）

一
、
当
国
之
高
山
□
□
□
他
国
二
茂
□
子
魅
二
困
水
溜
池
無
数
依
之
早
損
之
愁
度
六
二
及
昨
。
是
全
在
来
溜
池
地
ハ
其
村
ミ
之
勝
手
二
付
多
田
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
く
い
）

潰
し
堀
池
故
自
溜
水
少
ミ
早
魅
二
不
行
届
早
損
仕
俗
。
今
是
を
改
四
方
之
山
其
谷
六
順
六
与
塞
□
仕
砕
得
老
春
夏
秋
冬
も
雨
水
を
湛
御
料
御
私
領

寺
杜
領
も
無
偏
田
数
を
斗
量
格
分
二
溜
置
夏
百
目
之
用
水
二
致
昨
得
老
可
成
早
魅
も
相
凌
可
申
附
。
且
又
洪
水
之
節
ハ
川
堤
切
損
申
事
も
可
少
附
。

　
　
　
（
虫
く
い
）

就
夫
池
床
口
本
田
被
成
早
損
も
不
仕
水
論
之
費
も
無
御
座
砕
。
御
上
様
之
御
益
も
不
少
附
。
誠
水
ハ
万
物
生
育
之
根
元
百
姓
無
水
砕
而
ハ
出
精
も

難
成
附
。
仰
願
ハ
定
被
為
御
賢
慮
巡
右
願
御
赦
免
被
成
下
作
ハ
ハ
広
太
之
御
慈
悲
二
御
座
俗
事

一
、
当
時
商
人
職
人
ハ
能
栄
へ
百
姓
ハ
段
六
与
勝
手
悪
敷
様
二
成
申
二
付
百
姓
を
厭
ひ
商
人
職
人
与
成
奉
公
仕
附
者
も
百
姓
嫌
ひ
申
附
よ
り
給
銀
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
く
い
）

第
二
高
ク
相
成
四
反
之
作
徳
一
人
之
男
奉
公
人
二
遺
申
附
故
田
地
□
□
所
持
仕
砕
百
姓
者
年
六
二
倒
由
昨
故
銘
々
家
内
養
育
仕
附
田
地
を
捨
物
二

致
し
商
人
職
人
と
成
ら
ん
事
を
思
慕
時
節
与
成
申
附
。
依
之
次
第
二
百
姓
仕
昨
者
退
心
相
起
末
如
何
可
仕
附
与
百
姓
一
統
安
心
も
無
御
座
昨
。
尤

百
姓
二
商
売
を
兼
昨
土
地
歎
或
ハ
水
之
勝
手
能
葛
上
郡
長
谷
川
筋
之
百
姓
ハ
一
難
を
外
連
可
申
事

　
　
　
（
虫
く
い
）

一
、
当
時
口
女
を
抱
木
綿
抹
仕
附
老
有
之
依
之
女
奉
公
人
無
数
御
座
昨
。
尤
木
綿
拝
ハ
百
姓
問
之
手
業
附
得
ハ
家
一
軒
二
一
機
之
外
仕
間
敷
様
被
為

仰
付
度
奉
願
上
昨
。
家
勝
二
女
を
抱
織
出
し
申
淋
よ
り
木
綿
之
直
段
下
直
二
而
百
姓
方
其
手
段
を
失
ひ
申
砕
事

一
、
百
姓
之
間
之
捺
二
糸
索
績
売
昨
糸
代
金
を
以
買
取
申
昨
此
損
分
不
少
昨
問
己
来
銭
二
而
も
通
用
相
場
を
以
買
取
申
様
被
為
仰
付
度
奉
願
上
昨

　
（
マ
マ
）

一
、
仙
台
通
宝
銭
至
而
薄
ク
己
連
安
ク
損
分
不
少
俗
。
一
銭
も
交
セ
昨
事
禁
制
被
仰
付
度
奉
願
上
砕
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
力
）

一
、
天
下
之
極
印
御
座
昨
金
銀
吟
味
強
難
渋
仕
昨
何
卒
難
渋
不
申
様
被
仰
付
度
奉
願
上
昨
事

一
、
肥
之
価
昔
時
与
違
一
倍
高
直
相
成
其
上
紛
敷
肥
シ
多
出
真
偽
難
分
百
姓
一
統
困
昨
事

一
、
栢
之
粕
者
至
而
立
毛
之
毒
二
相
成
作
是
を
打
破
リ
種
粕
交
セ
売
申
砕
由

一
、
油
之
た
り
粕
ハ
何
程
多
く
立
毛
二
置
糾
而
も
肥
二
成
不
申
昨
是
二
米
之
糠
を
交
セ
売
申
昨
由

一
、
関
東
よ
り
積
登
リ
俗
胡
麻
粕
ぎ
ぎ
薄
ク
色
白
ク
御
座
昨
事

　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
（
六
六
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
六
六
二
）

一
・
、
大
阪
二
而
出
来
榊
古
米
之
糠
を
牛
馬
之
飼
料
ニ
ハ
相
成
不
申
附
由
皆
六
関
東
へ
積
下
り
昨
由
是
金
肥
之
交
セ
物
と
成
附
様
宜
敷
御
吟
味
被
成
下

度
奉
願
上
昨
事

一
、
干
鰯
へ
石
二
小
砂
を
交
セ
或
ハ
水
二
而
湿
し
真
味
ヲ
失
ハ
セ
附
故
干
鰯
一
向
ぎ
ぎ
不
申
榊
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
（
マ
マ
）

一
、
落
毛
之
油
を
取
り
糠
を
交
セ
申
俗
諸
之
肥
類
皆
手
術
を
仕
交
物
を
致
し
附
故
真
偽
難
分
百
姓
一
統
必
至
与
難
立
行
昨
都
而
御
甘
味
被
為
成
下
筈

御
慈
悲
之
奉
仰
御
賢
慮
昨
事

一
、
油
直
段
下
直
二
御
座
昨
故
種
粕
之
直
段
高
直
二
相
成
百
姓
必
至
与
相
統
難
成
昨
。
昔
時
寛
延
年
中
迄
者
油
之
直
段
高
直
二
而
有
之
昨
処
只
今
二

、
而
者
五
拾
匁
汐
六
十
匁
迄
高
直
二
相
成
申
昨
。
是
全
油
之
直
段
下
直
二
御
座
昨
故
種
粕
之
直
段
高
直
二
而
諸
之
肥
類
是
二
准
し
高
値
二
相
成
附
。

何
卒
古
来
之
通
油
之
直
段
四
百
目
己
上
二
御
定
被
為
成
下
附
ハ
ハ
肥
之
直
段
下
直
二
相
成
困
窮
之
百
姓
立
直
リ
可
申
昨
。
尤
油
之
直
段
高
直
に
而

老
繁
花
之
地
者
不
勝
手
二
御
座
昨
得
共
百
姓
困
窮
仕
昨
故
、
田
舎
者
家
数
人
別
相
減
繁
花
者
人
捌
家
数
次
第
二
相
増
申
昨
。
是
全
百
姓
困
窮
よ
り

商
人
職
人
与
相
成
作
事
与
奉
存
昨
。
商
人
職
人
も
多
御
座
昨
而
者
自
然
与
利
薄
ク
相
成
り
繁
花
も
行
詰
り
申
事
も
可
有
之
昨
。
昔
時
之
通
り
油
之

笹
段
高
直
二
相
成
昨
得
者
肥
之
直
段
下
直
二
相
成
困
窮
之
百
姓
一
ツ
者
立
直
り
可
申
俗
。
又
商
人
職
人
与
相
成
附
者
も
自
百
姓
二
立
帰
り
農
工
商

各
得
其
処
昨
事

右
水
人
肥
之
三
ツ
之
事
者
百
姓
之
基
根
本
二
而
一
ツ
閥
昨
而
も
立
毛
相
続
難
成
何
卒
願
之
通
被
為
成
下
御
公
儀
様
之
御
威
光
御
慈
悲
を
以
急
度
被

為
仰
被
下
度
奉
願
上
昨
事

一
、
百
姓
困
窮
仕
昨
よ
り
農
業
を
捨
繁
花
之
地
へ
奉
公
二
出
或
者
博
突
を
事
と
し
遊
民
と
成
り
或
者
致
方
な
く
出
奔
仕
或
者
自
然
与
潰
昨
者
高
皆
畝

高
地
二
而
村
持
と
成
り
其
損
合
高
掛
リ
ニ
相
成
困
窮
之
百
姓
難
渋
仕
作
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
、
当
時
之
風
俗
花
美
二
相
成
リ
高
持
水
呑
奉
公
人
之
衣
類
無
分
一
統
難
渋
仕
作
。
女
童
之
類
下
二
者
制
仕
作
事
も
難
出
事
昨
。
尤
庄
屋
年
寄
ハ
格

別
五
十
石
高
持
之
百
姓
何
之
衣
類
を
着
し
十
石
高
持
之
百
姓
者
何
之
衣
服
を
着
五
石
己
下
私
領
奉
公
人
者
何
を
着
し
申
与
国
中
一
統
御
公
儀
様
之

御
威
光
御
厳
命
之
御
触
被
為
成
下
昨
者
国
中
一
統
暮
安
ク
不
時
之
費
も
無
之
前
段
奉
申
上
作
村
持
高
損
合
懸
り
も
右
之
仕
方
二
而
夫
々
相
片
付
可

申
与
奉
存
附
事



　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
一
、
御
運
上
御
由
緒
無
之
分
御
益
百
姓
よ
り
奉
指
上
無
株
二
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
砕
。
尤
油
株
御
運
上
者
百
姓
之
至
而
害
に
相
成
昨
油
屋
肥
屋
与

　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
く
い
）

　
　
馴
合
色
六
与
手
術
仕
□
も
の
を
致
↓
昨
。
悪
敷
事
も
難
出
来
道
理
と
奉
存
杵
事
弁
牛
博
労
御
運
上
御
座
昨
方
牛
之
価
次
第
二
高
直
二
相
成
百
姓
之

　
　
甚
差
支
二
御
座
昨
得
者
無
株
二
被
為
仰
付
度
奉
願
上
昨
。
諸
運
上
縮
処
皆
百
姓
二
相
掛
リ
侯
得
共
右
願
通
被
為
仰
付
被
下
度
奉
願
上
昨
事

　
一
、
都
而
御
益
場
所
者
何
之
御
制
も
緩
御
座
昨
事

　
一
、
町
場
者
格
別
在
所
二
而
商
売
を
兼
昨
者
有
之
昨
在
所
ハ
百
姓
斗
リ
ニ
致
し
申
度
事
二
奉
存
昨
事

　
右
奉
願
上
昨
ケ
条
之
儀
者
百
姓
一
統
夜
二
泣
日
二
歎
片
時
も
難
忘
事
二
昨
得
者
表
ノ
願
通
御
憐
敗
心
を
以
御
聞
届
被
為
成
下
急
度
被
為
仰
下
被
下
侯
ハ

　
ハ
国
中
百
姓
一
統
難
有
仕
合
之
儀
奉
浴
御
恩
決
之
厚
天
下
太
平
益
御
武
運
長
久
と
可
為
御
功
徳
侯
恐
僅
誠
恐
謹
可
季
言
上
侯

　
　
　
　
　
文
化
三
年
寅
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
国
惣
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

右
の
内
容
を
簡
単
に
箇
条
書
に
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
Ｈ
御
料
二
割
半
増
高
い
ら
い
百
姓
一
統
困
窮
し
て
い
る
が
、

大
和
は
と
く
に
水
不
足
の
土
地
柄
で
あ
る
の
で
、
四
周
の
山
に
堤
（
ダ
ム
）
を
つ
く
っ
て
水
の
便
利
を
よ
く
し
て
ほ
し
い
。
目
現
在

百
姓
は
勝
手
悪
く
商
人
職
人
が
栄
え
て
い
る
。
百
姓
の
商
人
化
を
う
な
が
す
よ
う
な
状
況
に
反
対
す
る
。
嘗
百
姓
兼
業
の
木
綿
稼
の

値
段
下
落
防
止
の
た
め
、
木
綿
稼
の
専
業
化
を
防
ぐ
。
回
績
締
代
銀
の
支
払
は
銭
の
通
用
相
場
を
も
っ
て
さ
れ
た
い
。
回
通
貨
良
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
．
ぜ

化
の
方
策
を
と
ら
れ
た
い
。
榊
交
せ
物
等
の
た
め
諸
金
肥
の
質
が
落
ち
て
い
る
。
そ
の
点
を
吟
味
さ
れ
た
い
。
伺
油
値
段
下
落
の
た

め
種
粕
高
値
と
な
り
、
百
姓
難
渋
し
て
い
る
。
旧
未
の
通
り
油
値
段
四
〇
〇
目
以
上
に
定
め
ら
れ
た
い
。
油
高
値
に
な
れ
ば
都
会
は

困
る
だ
ろ
う
が
、
都
市
人
口
が
増
大
せ
ず
、
結
局
は
そ
の
た
め
都
市
の
商
人
職
人
も
帰
農
し
、
農
工
商
お
の
お
の
そ
の
と
こ
ろ
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

る
。
¢
リ
百
姓
困
窮
す
る
と
奉
公
な
ど
で
都
会
に
出
、
あ
る
も
の
は
遊
民
と
も
在
る
。
ま
た
潰
百
姓
の
跡
地
は
村
持
と
な
り
、
そ
の
た

め
さ
ら
に
困
窮
化
す
る
。
ク
つ
風
俗
華
美
で
あ
る
の
で
、
百
姓
各
層
そ
れ
ぞ
れ
の
衣
類
の
規
制
を
し
て
ほ
し
い
。
ｏ
油
株
、
牛
博
労
株

を
廃
止
さ
れ
た
い
。
回
兼
商
を
排
し
在
所
は
百
姓
の
み
に
し
た
い
。

　
　
　
大
和
に
お
げ
る
国
訴
（
奥
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
六
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
六
六
四
）

　
以
上
の
十
一
項
目
に
な
ろ
う
が
、
具
体
的
に
は
粉
項
で
油
株
の
廃
止
を
要
求
し
、
偶
項
で
油
値
段
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
み
で
、

そ
の
他
の
項
目
で
は
「
水
・
人
・
肥
」
は
百
姓
相
続
の
根
本
だ
と
し
て
、
用
水
不
足
解
消
の
た
め
ダ
ム
を
つ
く
る
こ
と
、
百
姓
の
商

人
化
を
排
す
る
こ
と
、
肥
料
品
質
の
改
善
な
ど
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
一
般
的
な
現
状
分
析
に
終
っ
て

い
る
。
し
か
し
一
面
で
は
封
建
制
下
の
農
本
主
義
よ
り
す
る
現
代
政
治
批
判
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
　
・

　
こ
の
「
大
和
国
惣
百
姓
」
の
願
上
書
が
、
ど
の
よ
う
な
ブ
ロ
セ
ス
で
つ
く
ら
れ
、
ど
こ
に
提
訴
さ
れ
、
実
際
ど
の
よ
う
な
運
動
と

し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
願
書
の
文
首
お
よ
び
文
尾
を
み
る
と
、
農
民
の
こ
の
種
の
願
上
書
な
ど
に
は
み
ら

れ
な
い
言
葉
も
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
一
個
人
の
単
な
る
文
章
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
文
化
期
に
お
け
る
大
和
の
農
民
の
関
心
事
、
要
求
が
一
応
し
め
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
大
和
は
畿
内
の
一
国
上
し
て
、
早
く
か
ら
綿
．
菜
種
を
中
心
と
し

て
商
業
的
農
業
が
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
摂
河
泉
と
比
較
し
て
、
用
水
、
運
輸
そ
の
他
の
条
件
か
ら
全
国
市
場
へ
の
投
入
条
件
が
有

利
で
な
く
、
綿
作
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
そ
の
発
展
が
停
滞
し
、
菜
種
作
に
お
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
幕
末
で
の
発
展

は
考
え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
幕
府
の
強
い
統
制
と
、
や
は
り
前
期
的
資
本
に
制
約
さ
れ
自
由
な
発
展
を
と
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
菜
種
生
産
は
第
二
章
で
の
べ
た
よ
う
に
明
治
七
年
三
五
〇
〇
〇
石
、
明
治
十
六
年
作
付
二
九
〇
〇
町
歩
、
明
治
十
七
年
六
三
三

七
町
歩
五
四
〇
〇
〇
石
と
い
う
数
字
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
松
ら
は
安
永
二
年
の
七
万
石
と
い
う
産
出
に
く
ら
べ
る
と
や
は
り
減
少

の
傾
向
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
綿
作
の
ご
と
く
で
な
い
が
、
綿
・
菜
種
と
も
減
少
し
大
和
の
商
業
的
農
業
は
全
般
と
し

て
衰
退
傾
向
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
農
民
層
の
分
解
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
み
せ
る
の
か
、
こ
れ
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

め
す
明
確
な
材
料
を
も
ち
あ
わ
さ
な
い
が
、
注
記
す
る
十
九
世
紀
以
降
の
若
干
の
村
六
の
高
持
と
無
高
の
比
率
か
ら
考
え
れ
ば
、
摂



河
の
よ
う
な
分
化
は
み
ら
れ
な
い
。
徳
川
時
代
後
期
の
大
和
の
農
業
は
、
相
対
的
に
い
っ
て
、
特
有
作
物
に
よ
る
商
業
的
農
業
の
発

展
は
と
ど
め
ら
れ
、
米
作
を
主
流
と
す
る
農
業
が
展
開
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
文
化
三
年
の
こ
の
願
上
書
に
は
、
商
品
作
物
に
た
い

す
る
関
心
が
あ
ま
り
し
め
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
ー
対
応
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
註
〕

（
１
）
　
保
井
文
書
。

（
２
）
　
郡
山
藩
で
は
寛
永
六
年
領
内
一
円
に
二

　
割
半
無
地
高
増
を
お
こ
な
っ
て
い
る
　
（
「
郡

　
山
町
史
」
三
六
〇
頁
）
。
　
こ
こ
で
は
天
領
で

　
の
延
宝
検
地
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
　
断
片
的
だ
し
、
村
に
よ
っ
て
事
情
は
こ

　
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
幕
末
の
こ
ろ
の
平
坦

　
部
各
村
の
高
持
、
無
高
の
数
を
し
め
す
と
下

　
表
の
よ
う
で
あ
る
。

高無持高名村代年
人○

ム
　
Ｏ
）

１
６

１
１
一
　
り
４

１
１
　
ｏ
Ｏ

ｎ
６
　
一
」
Ｕ

ｕ

９

１
０

１
６

３

１
３

人
４
４

３
９

４
７

１
２

３
０

１
６

３
４

１
６

３
５

５
３

３
９

３
８

６
８

４
ユ

３
９

　
村
　
　
　
　
　
村
　
　
　
　
　
　
　
村

村
天
　
村
村
村
寺
村
村
　
村
村
村
寺
村

備
財
村
膳
上
向
福
新
蔵
村
楽
井
田
大
明

吉
弁
中
内
井
西
常
北
武
笠
神
田
疋
西
小

郡
郡
郡
郡
郡
郡
郡
　
郡
郡
郡
　
郡
　
郡

市
瀬
下
下
上
群
下
〃
下
瀬
下
〃
下
〃
群

十
広
式
葛
葛
平
添
　
式
広
葛
　
添
　
平

年
年
年
年

元
４
２
２
１

化
保
化
永
－

文
天
弘
嘉

年
年

６
　
Ｑ
ｏ

政
久

安
文

〃

年

２
、

治元
〃

年
年

ｏ
ｏ
　
４

応
－

慶
１

〃

年２治明

〃

に他のそ帳易反高帳組
人
）

五
書，

文

帳
井

細
保

明
（

の
◎

村
る

各
よ

大
和
に
お
け
る
国
訴
（
奥
田
）

四
三
　
（
六
六
五
）




